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平成28年第４回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成28年９月９日（第４日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  川 﨑 一 平      10番  秀 島 和 善 

     ２番  前 田 弘次郎      11番  井 﨑 好 信 

     ３番  溝 口   誠      12番  大 串 弘 昭 

     ４番  大 串 武 次      13番  内 野 さよ子 

     ５番  吉 岡 英 允      14番  西 山 清 則 

     ６番  片 渕   彰      15番  岩 永 英 毅 

     ７番  草 場 祥 則      16番  溝 上 良 夫 

     ８番  片 渕 栄二郎      17番  久 原 房 義 

     ９番  久 原 久 男      18番  白 武   悟 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  北 村 喜久次    総 務 課 長  本 山 隆 也 

   企画財政課長  井 﨑 直 樹    税 務 課 長  木 下 信 博 

   住 民 課 長  門 田 和 昭    保健福祉課長  大 串 靖 弘 

   長寿社会課長  矢 川 又 弘    生活環境課長  門 田 藤 信 

   水 道 課 長  喜 多 忠 則    下 水 道 課 長  堤   正 久 

   農業振興課長  鶴 﨑 俊 昭    産業創生課長  久 原 浩 文 

   農村整備課長  山 口 弘 法    建 設 課 長  荒 木 安 雄 

   会 計 管 理 者  小 池 武 敏    学校教育課長  松 尾 裕 哉 

   生涯学習課長  千 布 一 夫    農業委員会事務局長  西 山 里 美 

   主任指導主事  石 橋 佳 樹 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  吉 岡 正 博 

   議 事 係 長  中 原 賢 一 

   議事係書記  峯   茂 子 

        

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 
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     13番  内 野 さよ子      14番  西 山 清 則 

 

６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        ９．川﨑一平議員 

         １．玉葱生産者への支援策について 

         ２．白石町を日本一に 

         ３．役場庁舎の雰囲気と職員対応について 

 

        10．草場祥則議員 

         １．個性豊かな優れた人材の育成について 

         ２．地域づくりについて 

         ３．商工業の振興について 

 

        11．前田弘次郎議員 

         １．社会保障の充実について 

         ２．スポーツの振興について 

         ３．「道の駅」について 

 

        12．吉岡英允議員 

         １．通学路の安全対策について 

         ２．ごみの排出量削減について 

         ３．危機管理体制について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○白武 悟議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○白武 悟議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、内野さよ子議員、

西山清則議員の両名を指名します。 

 

日程第２ 
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○白武 悟議長 

 日程第２、これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は４人です。 

 順次発言を許します。川﨑一平議員。 

 

○川﨑一平議員 

 皆さんおはようございます。 

 一般質問も３日目となりました。最近では、先日までの猛暑がうそのように涼しい

朝と涼しい夕方がやってまいり、白石平野にも実りの秋が訪れようとしております。 

 そこで、今回の私の一般質問はおおむね提案型ということで一般質問をさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、まず第１にタマネギ生産者への支援策についてということで通告してお

ります。 

 先般からタマネギの不作、べと病という言葉を私が使うのも何か心苦しいぐらいべ

と病という言葉が出てきております。その原因、不作であったその病気の原因を今の

ところどこまでつかんであるのかというところをお聞かせ願えればなと思います。先

日、また６月議会から質問が重複しているところがたくさんあると思いますので、手

短によろしければお知らせください。 

 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 お答えをいたします。 

 本年産のタマネギの病害の原因でございます。べと病が中心であると思いますが、

そのべと病の病原菌というのはカビの一種でありまして、土壌中で卵胞子または被害

残渣内に残存する菌糸、これが越年し苗床、本圃で感染をするということです。感染

株は越年罹病株として発病し、この株上に分生胞子を形成して風、雨で近隣の圃場に

分散し周辺の株に感染するということでございます。感染した株は、２週間程度の潜

伏期間の経過の後２次感染となります。その結果としまして著しい葉の枯れ込み、そ

れから玉肥大の抑制等々が見られます。 

 減収量につきましては、以前申し上げました対前年比62％、現在のところというよ

うな状況でございます。 

 以上です。 

 

○川﨑一平議員 

 前年比62％ということで、これはあくまで出荷量ということで認識してよろしいで

しょうか。出荷量で62％と申しますけれども、単純に農家所得が62％に減ったのかと

いうとそうではなくて、タマネギの品質、サイズその他市場の相場で大分所得に関し

てはさらに落ち込みが見られています。 

 出荷量が前年対比で62％ということは、ことしの相場がかなり上がっているだろう

という方がいらっしゃいます。確かに上がっております。確かに上がっておりますが、

その中の相場が上がっているというのは、品質良好であり、また形状が良好であり、
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サイズ的にかなり限定されたサイズ、いわゆるＬサイズ、シーズン当初はＬサイズ以

上でした。 

 ところが、余りにも出荷されるタマネギがサイズ的に、先ほど課長が申されました

ように葉の枯れ込みにより肥大が抑制されて玉伸びがしない、要するに玉が大きくな

ってないんです、ということで小玉傾向にありＬ中心の階級ではかなりの高値で取引

されておりましたが、一般的に出荷されているタマネギのおおよそはほぼＳサイズ、

さらに２等級落ちるＳサイズが中心になってきました。そうなった場合、Ｓサイズが

市場であふれ返ってＳサイズの相場はがた落ちするんです。出荷量が62％であっても

収入としては62％をはるかに下回るんではないかなと私は個人的には思っております。 

 そこで、今回私も一農業者でありますので、予防と対策、この２種類があると思い

ます。一応、療法としては予防療法と対症療法という２種類のやり方で対処をしてい

くと思います。通常、予防療法であればべと病、要するに病気全般的に出ないつくり

方をする、そこはどこまでさかのぼるかは生産農家の個人力にかかってきますけれど

も、一番根底の土づくりから見直す、さらに技術を積まれてる方は前作、前々作から

もうタマネギに向けた土づくりをされてるわけです。 

 私は、いわゆる対応策としては主に防除です、そういった部分になるとかなりの専

門的な知識が必要になってきます。もちろん薬剤に対する知識、そういう細菌類に対

する知識、そういった部分でかなりの知識を要してきます。我々生産者として言うな

ればやはり予防の部分、人間の体でいう日常生活の生活習慣です。きちんと３食食事

をとる、睡眠をしっかりとるといったようなそういう健全な状態を土に与えてあげる、

そういったことが主立ってできる手段なんです、防衛策ですね。 

 そういった部分で、予防策についてどういった予防策があるのか、今検討委員会と

かで話し合いがされていると思いますけれども、そういった中で出てきた情報を少し

お話しいただけますでしょうか。 

 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 今、議員がおっしゃいました予防策でございます。 

 この予防策につきましては、先般来申し上げております佐賀県タマネギべと病対策

会議のその中のワーキンググループ、小さく11の項目を検討をいたしております。二、

三、申し上げますと、越年罹病株の抜き取りの徹底とその効果、定期的な薬剤散布の

励行、薬剤防除体系の改善と普及などなど11の項目を研究をいたしております。 

 そういう研究で、さきの答弁でまだ研究途中ということは申し上げました。ただ、

もう29年産は苗床等できております。それに向けて、先月緊急な佐賀県の研修大会が

開催されました。そこで予防重点の薬剤防除体系の実践ということで次のことをぜひ

農家には実践していただきたいというようなことが出ております。 

 まず、育苗期ですが土壌消毒、予防散布の実施、それから本圃になりまして定植直

後に予防散布、これも年内防除を心がけていただきたいと。次、２次感染期、少しで

も気配があったならばマンゼブ剤中心に予防散布の励行。重点防除期として、やはり

集中防除、これはもう空気感染でございます、それで一斉に防除していただくという

ことで集中防除、一応７日ごとの散布というのを提案し、その研修の場でもこの重要
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性について講演等をいただいたところです。 

 以上です。 

 

○川﨑一平議員 

 いろいろ検討がなされております。そういった情報が一日でも早く生産者のもとに

届くように白石町としてもそういう検討委員会なり対策チームに打診をしていただい

て、本当に一日でも早い情報提供をお願いしたいと思います。もう既に来期のタマネ

ギ作は始まっております。土づくりをされる生産者、心中はいかばかりかと思います。

大変大きな不安の中で苗床を耕し、消毒をし、これから種をまいてさらに来期のタマ

ネギの生産に入られると思います。少しでも不安を払拭して伸び伸びと農業ができる

ように、この白石の大地にたくさんのタマネギがまた実れるように一日でも早い情報

提供をお願いしたいと思います。 

 次の項に行きます。 

 先ほど言いましたような生産農家が生産意欲を持てるように、少しでも明るい兆し

を持てるように町としてのバックアップ、支援体制は今どういったものがあるのか、

少しお知らせください。 

 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 町の支援策ということでございます。 

 これにつきましては、昨年の27年産のべと病被害を受けまして白石町野菜病害虫防

除推進協議会というのを発足いたしました。そこで各関係機関からの情報提供で28年

産の罹病株の抜き取り等々をやってまいりました。 

 そういう情報提供も一つの支援ではなかろうかと思っておりますが、具体的支援策

といたしまして今９月の補正予算にお願いをしております。まだ審議前ですので項目

だけ申し上げますと、平成28年産タマネギべと病対策借入資金利子補給補助金、これ

につきましては日本政策金融公庫なりＪＡさがなり民間の金融機関、タマネギべと病

に対しての資金貸し付けというものがございまして、それに対しての利子補給という

ことを今回お願いをいたしております。 

 次に、先ほど申し上げました協議会の中で罹病株抜き取りに対して県に補助を出し

てもらうというような項目がございます。これは焼却処分費用とその運搬委託料につ

きましては県の補助がございます。これに町費をつけまして越年罹病株の償却という

のにもことし取り組んでまいりたいと思います。 

 ちなみに、この専用袋、28年産は普通の一般可燃ごみを用いましたけども、専用の

ごみ袋を作製し、べと菌が飛散しないように工夫をしたごみ袋を作製し、一応タマネ

ギ農家に無償配布ということを考えております。 

 ３番目に、一斉防除用薬剤購入補助金、これは一斉防除ということを先ほど申し上

げましたこの薬剤につきまして、町の補助と県の補助をもちましてこの薬剤に補助を

いたしたいと思っております。 

 以上です。 
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○川﨑一平議員 

 いろいろと支援策を考えていただいておるようでございます。こういった情報も逐

次生産者の方にしっかり情報提供をして使っていただくようにしていただきたいと思

います。 

 さっきの答弁の中で気になる点が何点かあったんでお尋ねをしたいと思いますけれ

ども、まずはその利子補給の部分があると。これは完全にタマネギ減収による所得の

低下、そういった部分で結構きついと、やはり通年あった収入がもうごとっと下がっ

てるわけであります。私もいろいろ話を聞きますけれども、やはり集合税が怖かった

と。去年の分がことし来るもんで、実際にお金があるのかというたらどっから持って

こようかと、実際に借り入れをするとか、借り入れをするにはどうしたらいいだろう

かとかそういう相談も何件かありました。 

 そこで税務課長のほうにお尋ねをしたいんですけれども、そういった集合税の前年

と今年で同時期で収納状況というのがどういうふうになっているのか、わかる範囲で

お知らせください。 

 

○木下信博税務課長 

 税の関係でございますけれども、私どもとしましても本年のタマネギのべと病等の

被害による収量減、そのことで納税がどうなるのかということで非常に危惧をしてい

たところでございます。ただいま議員の御質問の平成27年度と28年度の現在の納税状

況がどうなのかという御質問でございます。 

 税の課税につきましては、５月に軽自動車税、そして６月に集合徴収の課税のほう

を行ったところでございます。現在の状況でございますけど、８月分はただいま集計

中でございますので７月末というのを対前年との比較ということでお答えしたいと思

います。 

 今年度の７月までの収納率につきましては、軽自動車税、集合徴収を合わせまして

現年度滞納繰越分を合わせましたところで現在40.25％の徴収率ということとなって

おります。27年の同時期と比較いたしまして約0.16％のマイナスの状況ということと

なっている状況でございます。 

 以上です。 

 

○川﨑一平議員 

 わかりました。前年度と同時期での比較でマイナスの0.16％と大変低い数字のよう

に見えます。実際に去年と比べて大して下がってるわけじゃないじゃないかというふ

うに思いますけれども、この裏に何があるかというと白石町の町民さんの気持ちなん

です。払うものをどうにかして払わないかんと、もちろんタマネギ生産者以外の方も

そうなんです、タマネギ生産者の方に関しては収入は確実に減ってるんです、減って

るけれども前年に追いつくぐらいの勢いで税の納付を行ってもらっている、これはも

う完全に努力の、タマネギ生産者で減収された方においてはそこの家の方の努力がこ

ういった数字につながってきていると、ものすごく頑張ってらっしゃる。 

 本当は蓄えておきたいとか、自分の子供に使いたい、孫に使いたいと思われてたか
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もしれません。けども、納めるもの納めなきゃいけないと、恐らく中には借りてきて

でも払ってる方がいらっしゃると思います。そうやって一生懸命身を削って税金を納

めてもらってるんです。 

 そしたら、行政として何をするべきかです。それだけ町民の皆さんに身を削っても

らってるんであれば、やっぱり行政も身を削ってそれに応えなければいけないと私は

思います。何かしらの策、何かしらの努力、これは町、県とか国に任せるんじゃなく

て、もちろん任せて動いてもらえる分は動いてもらいます、けど白石町単独としてで

も、やはり白石町のことですから白石町がしっかりと腰を上げて汗をかかなければ県

にしろ国にしろ汗をかいてくれないんじゃないかと。 

 これを10年も20年も続けましょうという話じゃないんです、このハードルを乗り切

ったら必ず次の展開が見えてきます。このハードルを乗り切るまで官民一体となって

の白石町のタマネギの再生を加速化させなければいけないと。これは一年一年すごい

ダメージになってきます、このダメージを本当に一日でも一年でも早く切り返しをし

ないと大変なことになると思います。 

 そこで町長、これ提案なんですけれども、タマネギ生産における、これタマネギに

何で限定するかということやはり町財政もありますので、とりあえず今のところタマ

ネギ生産における町単独の何かしらの支援策、私が聞き及ぶところによると土づくり

がとにかく大事だと生産者の皆さん口々に申されます。できれば、この土づくりに対

する支援策を何かしら打ち立てていただかないといけないかなと。 

 土づくりに関しては、肥料を振るのと違ってすぐ目に見える結果が出てこないんで

す。土づくりは何年も何年もかかってやっと結果が見えてくる、かなり時間がかかる

作業なんです。こういったところに、土づくりの資材であったり、もちろん機械の購

入であったりそういった部分への手厚い支援策を何かしら打ち立てていただきたいと

思います。今のところ、いろいろな方から話を聞くと堆肥を振りたいと、堆肥も振り

たいけれども振る機械がない、振る量によってはもう我々の体力では振れないと、そ

ういう方々もいらっしゃいます。そういった部分で土づくりに関するいろいろな支援

を立てていただきたいと思いますけれども、町長、その辺どうでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 川﨑議員のほうからことしのタマネギべと病についてのいろんな御質問をいただい

たところでございます。 

 白石町が全国で第２位の生産量を誇る佐賀県の中でまた６割以上を生産するという

ことで責任産地としての使命もあるというふうに思います。また、私も東京あたりで

セールスを行う上でも知らない消費者の皆さんから白石のタマネギはおいしかもんね

と、これ日本一よって言っていただきます。そういったところから、絶対消費者に喜

ばれておりますので消したらいかんし、もっともっと食べていただくようなことに取

り組んでいかなければいけないというふうに思います。 

 そういった中において、ここ数年べと病で収穫が少しずつ減ってきておって、こと

しは相当な打撃を受けたところでございます。これについては町だけで対策を講じる

ことはできないということで、ことしは県にも動いていただいて、先ほど来お話があ
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りますようにべと病対策の検討会、対策会議を設置をしていただいたり、また幹事会

の中には国の方も入っていただくということで、今では白石町のみならず県、また国

の力もおかりしながらいろいろと検討をさせていただいているところでございます。 

 そういった中において、ことしの５月23日に立ち上げたということでまだ数箇月し

かたってないわけでございますけども、先ほど議員おっしゃられるようにもう播種が

始まるということで、あと２カ月ぐらいしたら植えつけもせないかんということにな

っております。だから、当面やらないかんこと、そして来年ぐらいにやること、また

中・長期でやらないかんこと、そういったものを分けながらいろんな取り組みをして

いかないかんというふうに思うわけでございます。 

 先ほど課長のほうからも、ことしの支援策ということについては今回補正予算とし

てお願いをしているところでございます。その中において、資金の利子補給であると

か罹病株の抜き取りの収集袋の無償化とか農薬の助成とかという話もありましたけど

も、先ほど議員からのお話ありましたように土づくりと申しますか堆肥についてもや

らないかんやろうということでございますが、これにつきましては当初予算において

も土づくりのための堆肥に補助をするということで、当初予算でも金額的に申し上げ

ますと100万円ほど計上をさせていただいておりました。これにつきまして、今回ま

たさらに100万円を上乗せして200万円ということで上乗せをさせていただいていると

ころでございます。 

 これが多いか少ないかというのはまた議論があるところでございますけれども、今

回この金額を補正でお願いしているわけでございますけれども、ましてやその量があ

るのかというのもまたいろいろ出てくるかと思います。これは町内の畜産業者の方に

お願いするだけでは不足するかもわかりません。そういった中において県内の畜産団

地のある市町へ協力要請もしていかないかんやろうし、いろいろまだまだこれからや

るべきこともあろうかというふうに思いますけども、とりあえずはことしはトン数と

しては2,000トンの堆肥をとにかく白石町に持ってこようと、入れようという気持ち

でやってるところでございます。 

 そういったことで、土づくりについても支援をさせていただくということを御理解

していただければというふうに思うところでございます。 

 以上でございます。 

 

○川﨑一平議員 

 今の町長のお話の中で出ましたように、土づくりに関して私もちょっと勉強させて

いただいております。９月補正でまたさらに100万円追加で堆肥散布に対する助成と

いうのが含まれておりました。ところが、この要件を見ると堆肥センターから堆肥を

購入した場合、あと町内の畜産農家から堆肥を購入した場合、さらに年間４トン以上

の堆肥を購入した場合に限る助成でありました。 

 先ほど申し上げましたように、堆肥というのは一概に全く同じものではないのです。

堆肥の話をすると２日ぐらいかかるのでここではやめますけれども、堆肥はやはり

個々の農家さんで何を使うか、どういった状態のものを使うか、これは大きなこだわ

り等がありまして、一概に家畜のふん尿ではよくないんです。そういった中で、使用
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する原料をそういった形で制限されるとこれまた使い勝手がよくないと、例えばホー

ムセンターから私は鶏ふんが好きだからといって鶏ふんを買ってこられる、それに対

する助成は全くつかないわけでございます。 

 そういった形で、使いにくいというたらちょっと語弊がありますけれども、さらに

使いやすいように、なおかつ限定してもいいじゃないですか、タマネギ生産における

使用であるということが証明できれば、ホームセンターから自分が気に入った堆肥を

買ってこられてそれを圃場に投入されてもいいわけなんです。そういった感じで、タ

マネギの生産をされている方に直接的に支援ができるような形をとらなければよくな

いんじゃないかと。 

 先ほどの助成の話でいうと、キャベツ農家の方でも利用できるわけです、アスパラ

農家の方でも利用できるわけです。でも、今回に限っては、そういった補助は補助で

残しておいて、汎用性の高いものは残しておいて、タマネギに固執したような土づく

りを少ない負担で思う存分土づくりができるように町としてバックアップをしていた

だきたいなというふうに思っております。その辺、お願いということでさせていただ

きます。答弁は結構です。 

 それでは、次の項に移らせていただきたいと思います。今度は明るく行きたいと思

います。 

 白石町を日本一にということで上げておりますけれども、白石町に日本一があるの

か、ワーストじゃなくていいほうの日本一。私が思うところ白石町日本一何がいいか

なって、人間性は日本一だと思うんですけど、その他ＰＲで使えるような日本一とい

うのが私の勉強不足かもしれませんけれどもなかなか見当たらないなということで、

これから道の駅計画もあり、観光のほうにも力を入れていく、そういうことで白石町

の特産物を利用した何かしら日本一のＰＲができないかということで上げております。 

 白石町は、まずもって米の一大生産地であります。そのほかに海産物、ノリがあり

ます。ノリもこれは佐賀県全般的な話ですけれども日本一のノリ、イコール白石のノ

リも日本一なんです。そのほかにタマネギ、レンコン、キュウリ、アスパラ、白石牛、

この辺を組み合わせて白石町の特産物だけでつくった日本一長い巻きずし、これノリ

巻きという言い方じゃないです、巻きずしって言わなきゃいけないらしいです、日本

一長い巻きずしをつくってＰＲができないかというふうに思っておりますけれども、

まずは町長、どうでしょうか。答弁をお願いできますでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 白石町を日本一にという中に、一番バッターにお米とノリを使った巻きずしをとい

うようなお話でございました。白石町には日本一がたくさんあるというふうに思いま

す。それを声を出して町民の方も皆さん言っていらっしゃらないから何もなか、それ

は白石だけじゃなくて佐賀県全体もそういうことでございます。 

 知事さんにおかれては日本一ということじゃなくて世界一というような表現で佐賀

県の有田焼等々をＰＲされておりますけれども、世界一じゃなくても日本一というの

は白石にもたくさんあるというふうに、先ほど議員から言われました米やノリ以外に

も本当においしいタマネギ、先ほど私も言いましたけどタマネギは東京でも消費者の
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方から本当に佐賀のタマネギ、これ待っといよって、私も５月にセールスに行ったと

きにこういうのをずっと待っとったよって言うてくるわけです、ああ、そがんねって

言ってセールスするわけですけれども。 

 また、最近は東京でもレンコンがどんどん、こちらのレンコンが行っております。

本当にほくほくレンコンがおいしい、私も友人に、知り合いにことしも泥つきをクー

ル宅急便で送りました。そしたらびっくりされておりました、泥つきのレンコンを送

った人初めてばいって。そして、悪うなったらいかんねと思ってクール宅急便で野菜

を送ったということで、送られた方もびっくりされたわけでございますけれども。 

 やっぱり食べていただいて、わあ、おいしかったということで、農産物はレンコン

やタマネギ、そのほかにもアスパラだってイチゴだって本当に白石でとれるもの、こ

れは現在白石町が総合計画の基本理念に持っております「人と大地がうるおい輝く豊

穣のまち」、これまさしく人と大地でつくられたもの、これはもう日本一なんです。

私はここのやつということじゃなくてすばらしいものが、農産物があるし、また農産

物以外でも昨日から歴史、史跡の話の質問ございましたけども、また人材の話もあり

ました。そういったところでも日本に誇れるものがたくさんございます。それをもっ

ともっと私はＰＲをしていかないかん、外向けに発信していかないかんということを

今後は努めてまいりたいというふうに思います。 

 そういった中で、先ほどノリ巻きの話がありましたけども、これについてはいいア

イデアだというふうに私は考えます。これについても、昨日もお話がありましたけど

も昨年度策定いたしました白石町観光振興基本計画の中においてもいろんな取り組み

をやっていこうということにいたしております。そういった中においては町民の皆さ

んと一体となってやっていくものでございまして、これについては今現在まちおこし

協議会であるとかいろんな団体がございますので、また先ほど来このノリ巻きについ

てはお米とノリでございますので農協さんとか漁協さんとのつながりものあるわけで

ございますので、単に行政云々だけじゃなくて町全体として取り組めることができる

のではないかというふうに思いますので、そういう協議の場と申しますか投げかけを

して盛り上げていきたいなというふうに思うところでございます。 

 以上です。 

 

○川﨑一平議員 

 今の答弁を聞いて、私個人的にはかなり前向きに受け取っていただいたんじゃない

かなというふうに感じました。さすがに町長が言われるように、ほかのいろんなＪＡ

さんとか漁協さんとかほかの農産物の生産者さんとかいろいろな方々を巻き込んで、

さらに住民の方も巻き込み、なおかつ観光で来られる外部の方々も巻き込んでと、そ

ういった形でたくさんの方が募って初めてそういった日本一とかがつくれるんじゃな

いかなと思います。ぜひ、そういうときは町長に今の強力なリーダーシップを発揮し

ていただいてすばらしい牽引をしていただきたいなというふうに思っております。 

 このノリ巻き、蛇足ではありますけれども、日本一にこだわったところがなぜかと、

世界一じゃないのかと。日本一というのは今群馬県に記録がありまして、ちなみに

2,033メートル、約２キロ以上のノリ巻きなんです。さらにギネス記録、済みません、
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数字ははっきり覚えてないんですけど2000年代に群馬県でそういう記録が出されてギ

ネス記録に載りました、いわゆる世界一です。その後、すぐロシアがこのノリ巻きに

手をつけまして2,500メートルのノリ巻きをつくってギネス記録になりましたという

ことで、2,500メートルを狙う、私個人的には狙いたいんですけれどもまずは日本一

からとステップアップを踏みたいなということで日本一ということで表現をさせてい

ただきました。 

 ぜひこういうＰＲ、よく聞きます、佐賀県はＰＲが下手と。実際、うちの子供もそ

うなんですけども、テレビのＣＭを見て、この場で言いたくないんですけれども福岡

県産米の歌を歌うんです。佐賀県産米の歌がないんです。小学生の子供が、もう歌う

なって言ってるんです、家で。うちは米づくりよっとだと言いますけれども、やはり

それだけすり込むぐらいのＰＲをほかのところではやられてるんです。せっかく、私

はそういうところに品物が負けるなんて思ってもいません、同じ土俵に上げれば必ず

勝てると思っています。ただ、あと一歩のところで及んでないというだけ、知名度が

ちょっと低いというだけ。このちょっとの差を先ほど来申し上げますようにＰＲとい

う形で何とか同じ土俵に押し上げていただければ、実力、味で勝負したりとか品質で

勝負したりすると負ける気はしません。 

 なので、この辺のＰＲをいかなる道具を使って、悪いＰＲはすぐできるんです、悪

いことをすると日本中にすぐ知れ渡るんです、いいことでＰＲをしようと思ったら人

の倍も２倍も３倍も努力をしないとなかなかＰＲができないんです。だから、これも

先ほど申し上げましたように町長の強力なリーダーシップをもとにいろいろな発想で

いろいろな知恵を絞ってＰＲをしっかりとやっていただきたいと思います。 

 この項はここまでにして、次の３番目のほうに移らせていただきたいと思います。 

 ３番目に、役場庁舎の雰囲気と職員の対応についてということで上げております。 

 庁舎内、職員さんも含めてちょっと耳の痛い話になってくるかと思いますけれども、

以前からよく聞く話といいますけれども、本当にちょっと悪いほうなんです、挨拶が

ないとか、雰囲気が暗いとか、世間話をする空気じゃないとか、廊下が暗いとか。も

ちろんいい話も聞きますけれども、いい話はちょっとこの場では置いときます。悪い

部分を一つずつでも改善して、町民さんが集えるような役場づくりをできないかとい

うことで今回上げさせてもらいました。 

 私が上げたのは、庁舎内で町民と職員が笑顔で過ごせる雰囲気と空間づくりができ

ないものかということで、これもまた提案になりますけれどもさせていただきます。 

 まずもって、役場庁舎に訪れて一番最初に入るのが玄関でございます。玄関入って

自動ドアが開くと、約六、七メートル先になりますか、真っ正面に逆光で顔が見えな

い総合案内があります。挨拶するタイミングにはかなり距離が離れてて、なおかつ逆

光で相手の顔が見えづらい、多分職員さんからもそうなんですね。想像していただく

とわかると思うんですけども、庁舎内から玄関のほうを見ると入ってくる方の顔がお

およそわかりづらいんです、逆光で。それでもって、玄関、自動ドアから案内所まで

のこの距離で挨拶をするタイミングが難しいんです。 

 私も実際横に立たせていただきました、どこまで近づいて挨拶をするんだろうと。

入ってきてすぐ挨拶をしても、誰に挨拶をしてるかわからないぐらいの距離なんです。
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まずはそこを、できれば入り口すぐ横、まといが立ててありますよね今も、あのまと

い付近に横向きで、もう自動ドアから入って一歩目で挨拶ができるようなところに、

挨拶をした瞬間顔と顔がすぐ認識できるようなところに移動ができないものかと。ま

ずはそこのところを関係課長よろしくお願いします。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員申されます住民の皆様と職員のコミュニケーションといいますか挨拶、そして

またそこの入り口のハード面、ソフト面も加わりますけれどもそういったところでご

ざいます。 

 職員は当然住民の皆様を見ながら事務を正確に、そして素早くという一番基本的な

こともそうでしょうけれども、やはりその上に明るく元気に、そして居心地よく訪れ

た皆様に対応するというのを心がけているところでございます。 

 入り口の総合案内につきましても庁舎の形上を考えてああいうふうな体制をとって

いるところでございますけれども、微妙に、議員おっしゃいますとおり、北向きでは

ありますけれども、ガラスが北にありますのであちらのほうからの光が入り職員はお

客様の顔がなかなか見づらいという面もございます。そして、距離も少しございます

けれども、当然そこの分についてもお客様が入られてすぐに住民課あるいは福祉課の

ほうに行きやすいポジションを考えた上での設置でございます。 

 しかし、そういったところの御不自由な面を気にされるというお声があるというこ

とがあれば、やはりそこは考えて、どういった形で一番お客様と親しみやすく、ある

いはとも立っていらっしゃる場合にお声をかけやすい距離とそのお顔が見れるタイミ

ング、挨拶のできるタイミングの場所はどこなのか、ちょっと検討をさせていただき

たいと思います。 

 

○川﨑一平議員 

 ありがとうございます。確かに今の課長の答弁のように、もうここに決まってるか

らここじゃないとだめとかそういうのではなく、やはり住民目線に立って、こういう

声があるならば、じゃあさらに検討を加えて改善してみようとそういう前向きな答弁

を私は待っておりました。ありがとうございます。 

 ほかにも多々あるんですけれども、余り時間がないんで少しまとめていきたいと思

います。 

 次、総合案内を抜けまして、玄関から入ってくると庁舎内に入ってくるわけでござ

います。以前、総務常任委員会で大分のほうに視察に参りましたときに市役所を拝見

させていただきました。市役所で説明とかを受けたんですけれども、市役所に入って

すぐコーヒーの香りがするんです。市役所なんだけどちょっとカフェみたいな雰囲気

だなと、そんなにきついコーヒーの香りではなかったです、ほのかにどこから漂って

くるのかわからない程度のコーヒーの香りがしました。 

 やっぱりそういう五感を刺激する、後で話がつながっていくんですけれども、五感

を刺激して心を穏やかにしてもらう。これはどこでも経験したことないんですけれど

も、あとは音楽です。今はスピーカーもかなり高性能になって、もう普通にスポット
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ライトと同じで一局して音が聞こえるようなスピーカーというのが通常あります、今。

そしたら、待合をされてるソファーの部分とかちょっと庁舎に用事で来られた住民さ

んが集って座っていただくようなスペースとかそういうところにスポットで音楽を当

ててみる、光を当ててみる感覚です、静かな音楽を当ててみる、そういった雰囲気づ

くりもあっていいのではないかと。 

 ここが先ほど申し上げましたコーヒーの香り、これは鼻で、嗅覚で感じるところ、

次は聴覚で感じる音楽、一番最初に話した対応する部分、これが聴覚と視覚で感じる

部分です。こういった五感に頼ったところをもみほぐすことによって、町民さんの気

持ちにゆとりが出る。町民さんの気持ちにゆとりが出て、さらににこにことした顔で

町民さんが来られると庁舎の職員さんもにこにことなる。お互いがにこにこしている

と、挨拶をする声の出しやすさというのがさらに増幅されてあちらこちらでしっかり

とした、しかも挨拶というのは心を伝えなければ意味がないんです、言葉をかけるだ

けでは意味がない。おはようございますなら本当におはようございますと、心からお

はようございますと言わないと相手はおはようございますと返さないんです。この１

回の返されなかったことが、例えば職員さんが来庁された方にこんにちはって声をか

けて、来庁された方がたまたま自分にかけられた声だと気づかずに素通りされた場合、

職員さんは次から声をかけづらくなるんです。そこはめげずに声をかける、これしか

ないです。 

 ただ、やっぱり住民さんにしろ職員さんにしろ、心が穏やかな状態でバイオリズム

を安定させた状態での挨拶だったらお互い少々のことではぶれないんです。そういっ

たほんわかな空気づくりをして、私個人的な理想は住民の方がちょっと役場に行こう

かと言って役場に集まってくるような居心地のいい役場にしてほしいなというふうに

思います。なかなかそんな絵そらごとみたいで、こっちは仕事なんでそんなことでき

るかよみたいな感じがあるかもしれませんけど、やっぱり官民がしっかり一体となる

基礎的な場所として役場でできる限りそういったやわらかい空気づくり、雰囲気づく

りをしていただきたいと思います。 

 なかなか、これからの季節、風邪の予防なんかで職員さんがマスクをされます、こ

ういったマスクに関してもお話をいただきました。マスクをしたまま最初から対応さ

れると、次行ったときにどの人を頼っていたかわからん、次その人がマスクを外して

この間の件なんですけどって来られても、あんたは誰ねってなってしまう。名札をし

っかりと見て名前を覚えてってすると、それはそれで覚えられるんですけど、普通、

人間ってちょっと名札見せてくださいとか、名札裏返っているのを、済みません、裏

返っているので表に出して名前見せてくださいと言う人は少ないんです。まずは、顔

と顔で認識をしていく、基礎的に。その顔の大半をマスクで隠されると、挨拶をして

もにこにこして挨拶をしているのか、むすっとして挨拶をしているのか、そういった

判別はできません。 

 マスクをするなという話じゃないんです。対応する一番最初の挨拶をするときだけ

マスクを下げて挨拶をして、一言言葉を交わして、こういうふうでマスクをして対応

しますって言ってマスクをすれば何の問題もないんです。ただ、一度顔を見せるとい

うことが、要するに人に挨拶するときに帽子をかぶっとったら帽子をとるでしょう、
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帽子をとって挨拶をすると、そういうレベルの話なんです。礼儀です。顔を見せる、

やっぱり人と人との対話をして仕事をしていく上では最低限の礼儀じゃないかと思い

ます。 

 そういった面を注意して対応していただければ、多分町民の方も用事で来たときに

にこにこと挨拶を返してくれるんじゃないかと。相手がにこにこするのを待つんじゃ

なくて、こちらがまずにこにこして待たないと、相手に求めるんじゃなくてまずこち

らが与えないと。そういう気持ちで、思いやりと言ってしまえばその一言で終わって

しまうんですけど、その思いやりを解きほぐして話をするとそういうことではないか

なというふうに思いますけれども、総合して答弁しにくいかと思いますけれども、ど

ういうふうに思われたでしょうか。課長、よろしくお願いします。 

 

○本山隆也総務課長 

 やはり、私たちは住民の皆様の幸せのために事務を行っております。皆様に一元的

に、まず来られた目的をしっかり果たすことを目的に事務をやっているところでござ

います。当然、サービスということはあります。明るく、議員おっしゃいますやわら

かい職場、優しい職場、明るい職場、住民の皆さんが来られたときに快く帰っていた

だきたくしっかりした事務を際して、ありがとうって言われるのを心待ちにして事務

をやっているところでございます。 

 先ほどのハード面の関係につきましても取り組む検討をしていかなければならない

ところでありますけれども、やはり接遇、これについても十分職員研修を行っている

ところであります。27年度につきましても、庁内のそれぞれのテーマに合わせた接遇

ということで職員延べ350名に関して住民満足度の向上研修あるいは仕事の意欲がし

っかり上がるような研修、それから事務のミスがないような研修ということで年間７

回ほど、300名近くの延べ職員に対してやっているところでもございます。 

 また、先ほど挨拶ということがございますけれども、偶然じゃないですけれども、

白石町庁舎、何とか一歩を踏み出そうということで、副町長を中心にしまして庁舎内

でとにかく挨拶運動をしようということで９月から毎朝各課で職員の持ち回りでおは

ようございます、本日もよろしくお願いしますということで毎朝の朝礼も始めたとこ

ろでもございます。 

 マスクにつきましても、やはり表情が見えない、顔がなかなか見えないということ

もございます。職員も、福祉部門におかれましても、やはり自分が風邪ぎみであった

りしてそういう部分もあるかもわかりませんけど、なるべく住民の方に不快な思いを

させないようにさらに心がけながらその研修等もやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○川﨑一平議員 

 済みません、次の項にそこの辺質問をしようと思ってとっておいたんですが、今課

長に先に答弁をしていただきました。次の項のところに職員の挨拶の徹底と町民対応

の指導についてということでお聞きしようかと思いましたけれども、先ほどの答弁で

その辺のところはわかりましたんで、最後に庁舎の職員のコミュニケーション能力の
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向上についての何かしら研修なり勉強会なりをされてるんでしょうか。その辺のとこ

ろをよろしくお願いします。 

 

○本山隆也総務課長 

 先ほど申しました職員の庁舎内研修、テーマ研修でございます。やはりその中でも、

これは少しかたくなりますけれども、人事評価という公務員としてのやることが評価

者あるいは被評価者、職員のことがございます。それに対しても、評価される者、評

価する者、大変難しいことがございますけれども、やはりそこに出てくるものは上司

と部下の関係性、健全的な関係性ではないかと思っております。そういった面が今後

も非常に大事になってまいりますので、上司と部下とのコミュニケーションづくりに

ついてはそういった研修を通して、そしてまた日ごろの声かけ、上司からの頑張ろう

ねという声かけを中心にやっていただいているものと思います。 

 日ごろの朝礼、そしてまた課長会議等でもそういったところもやっているというと

ころで現在進んでおるところでございます。 

 以上であります。 

 

○川﨑一平議員 

 よくわかりました。これを機にと申しますか、さらに来庁された住民の方が不快な

思いをされないようにとか居場所として居心地のいい空間をつくるとかそういった面

も少しずつ考えていただければなというふうに思います。 

 農業分野に関しては官民一体となって、もう一作一作が勝負なんです、１年に１回

しかとれないタマネギなんです。そういった面を踏まえていろいろな情報提供や支援

をしていただきたいと、重ねて申し上げます。 

 これで私の一般質問を終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで川﨑一平議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

10時28分 休憩 

10時45分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。草場祥則議員。 

 

○草場祥則議員 

 皆さんおはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、大きく分けまして３項目にわたって質問をさ

せていただきます。 

 まず初めに、これは前回の12号台風のときには町当局を中心としてすぐ対策室を立

ち上げてもらいまして非常に心強く思ったところでございます。ただ、これを私たち
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にはファクスが入って対策室を設けておりますというような案内が来ますですけど、

町民の方にももっとわかるように放送なりでこういう対策室を設けておりますので安

心してくださいというようなことで、町民の安心のためにもそういうようなＰＲとい

いますかそういうようなことをぜひともしてもらいたいと、そういうふうに思います。

本当に町の職員の方、皆さん方、御苦労さんでございました。 

 それと、きのう片渕議員が非常に夢のある話をされまして、白石駅の裏の農学校を

中心として学園、学校都市をつくったらというようなことで、町としてもこの農学校

というのは大事な白石町の宝じゃないかなとそういうふうに私思っております。そう

いうようなことで、農学校を利用して大いに白石町が今後栄えていくような夢のある

ことであるもんで、誘致課などを設けて、大きいようでございますけどひとつ取り組

んでいただきたいと、そのことをお願い申し上げまして質問に入りたいと思います。 

 まず初めに、個性豊かですぐれた人材の育成についてということで質問したいと思

います。 

 ことしの３月の定例議会において、町長が子供たちへ期待することは、学力向上は

もとより、大人になったときいかに社会が変化しようともその社会を生き抜く力、生

きる力を育んでいただきたいというような本町の教育に期待する旨の答弁をされまし

た。それを受けて、新たに教育長に就任されました北村教育長のそれに対する考えと、

その町長の思いというのをいかに町内の教職員の方に伝えるかというようなことでお

伺いをいたしたいと思います。 

 

○北村喜久次教育長 

 町長の方針を教育長としてどういうふうに受け取っているかということで御質問を

いただきました。 

 町長の答弁にありました子供たちに身につけさせたい社会を生き抜く力、生きる力

とは、自分にできることは何かを自主的、建設的に考え、よりよい判断ができる力、

そしてその判断に従って具体的な行動に移し日々努力を続けることができる力である

と考えております。 

 具体的には、本年度の白石町の教育の指針に掲げております９つの重点目標が中心

になるわけですけれども、特に学校教育においてはわかる授業を工夫して、時代のニ

ーズに応じた確かな学力を育成すること、道徳教育や生徒指導の充実を図ることで豊

かな心を育むこと、体育活動や食育、保健指導などを通して健やかな体をつくること

など、知徳体のバランスのとれた児童・生徒の育成を進め、さきに上げました自分を

律し困難に立ち向かうエネルギーを持った児童・生徒の育成を目指してまいりたいと

考えております。 

 特に、皆さん既に御承知のように今年度全ての小・中学校でコミュニティ・スクー

ルを進めておりますが、その中で全ての小・中学校でぜひ取り組んでいただきたい重

点目標が３点ございます。 

 １つ目は、基礎的、基本的な学習内容の確実な定着を図るため、学校、家庭、地域

の３者共同による家庭学習の推進ということです。 

 これは、子供たちが授業中に理解できたこと、わかったこと、これが確実に自分の
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ものとして残る、これを定着と言ってますけど、残ることとはこれは別問題なんです。

授業でわかったことがそのまま身につくとは限らない、そのためには必ず反復、繰り

返しという学びが必要です、いわゆるおさらいです。こういった時間を家庭の中にど

うつくり出すか、これまさに生きる力です。ゲームがあります、テレビもあります、

そういった時間をどうやりくりをしてそういう時間を見出すかというようなことは、

簡単なようで今現実的には非常に難しいところがあります。 

 ２つ目は、子供の自主性、自立性を育むため、学校、家庭、地域の３者共同による

たくましさにかかわる基本的生活習慣の育成です。 

 挨拶がきちんとできること、自分のことは自分でできるようになること、例えば自

分で起きる的なことです、それから人からしてもらった親切等についてはきちんとお

礼、感謝の心が述べられること、それから衣食に関すること等々です。自分でできる

ことを確実にふやしていって、依存すること、頼りにすること、それをどんどんどん

どん少なくしていってもらいたいという願いです。 

 ３つ目は、校区の伝統を継承し郷土愛を育む学校、家庭、地域の３者共同による地

域貢献活動です。 

 先日、福富地区の子供浮立を参観させていただきました。初めての参観でしたけど

も本当に感激をいたしました。大人の方が地域の子供たちに手とり足とり教えられて、

しっかり学んで、しかもそのことを後輩たちに伝えていくという姿、すごいなと思い

ました。やはり、伝統と文化は過去、現在、未来をつなぐものとして人格形成の支え、

あるいは地域社会に参画していく資質や能力の基礎になるものと考えるところです。 

 この３点につきましては、校長会の場で各小・中学校へもお伝えして、各校区の実

情に応じて取り組んでいただくようにお願いをしております。 

 冒頭にも述べました社会を生き抜く力、生きる力はこの３つの取り組みを少しずつ

地道に続けていくことで実現に近づいていくのではないかと考えております。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 私も８月25日の子供浮立大会での、私は逆に教育長の挨拶に感激をしたといいます

か、前江口教育長も立派な方やったんですけど、今度の北村教育長も非常にその場に

応じた挨拶をしてもらって、よう小学校の校長先生とか何とか白石町は本当にいい人

材オンサですよと、それからよう教育課にはしてもらうんです、日ごろからというよ

うなこと、感謝の言葉をよくお聞きいたします。そのことで、北村教育長にはしっか

りと白石町の教育をリードしてもらうように心よりお願いを申し上げておきます。 

 次に、今そういうふうな地域に根差した子供たちに生きる力をつけるというような

ことで、その中で知識といいますかそういうようなことが欠落してるんじゃないかと

いうようなことだと思いますけど、国においては詰め込み教育からの脱却を目指し、

みずから考え行動できる人材の育成を掲げた、しかしこれでは学力の低下を招くとの

批判を受けて脱ゆとり教育を宣言をしたということになった、この前新聞に載ってお

りました。 

 オリンピックを見よっても若い人たちはすごいです、私たちの世代と比べて。これ
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はやっぱりゆとり世代の成果じゃないかなとそういうふうに思うわけですけど、その

中にこういうような文章が載っておりました。ゆとり教育の最大の反省点は、知識の

役割を軽視し、みずから学ぶ意欲や思考力などを学力の基本とする新しい学力観が強

調されたが、知識が基盤としてなければ考える力などはつくはずもないということで

す。 

 そういうようなことで、今までのゆとり教育では先生が教えるのではなく子供に気

づかせるのが自力解決型のよい授業で、先生の役割は指導ではなく支援という考えが

広まったと。私は地域の子供に学習の指導をしていたが、子供たちは口々に授業がわ

からないというようになった。先生が課題だけを与え、皆で考えようという授業がふ

えていった。これでは学校のレベルが落ちるのは当然であるというようなことで、学

力の低下論争といいますかそういうようなことから、反省から、学力が落ちてきたと

いうような指摘があってこの脱ゆとり教育というのが宣言されたんじゃないかと思い

ますけど、本町教育としての取り組みはどうでしょうか。 

 

○北村喜久次教育長 

 脱ゆとり教育ということで、５月の前任の馳文科大臣の言葉だと思います。ここで

ゆとり教育とか、あるいはゆとり世代、特にゆとり世代については今盛んにマスコミ

等でも使われておりますのでちょっと言葉のひとり歩きがあるんじゃないかなと考え

ておりますので、確認をしておきたいと思います。 

 ゆとり教育という表現についてですが、これは2002年から実施されました学習指導

要領の施行のときから生まれた言葉です。これまでの施策の中で基礎的、基本的な学

習内容の定着がどうも思わしくないということで、学習内容を減らして、このときに

小学校は３割削減になりました、教科書も少し薄くなりました。量を減らして確実な

定着を図ろうと、しっかりわからせようということで始まったんですが、結果的には

このことが目に見えた成果は出なかったんです。あわせて、このときから週５日制の

実施もありまして、ゆとりというのが緩みではないかというような評論も随分出たよ

うに思います。 

 今でもよくこのころの子供たちのことをゆとり世代というような呼び方をして、何

か基本的な部分が不足してるんじゃないか、あるいはちょっと甘えてるんじゃないか

というようなことでマイナスのイメージで表現されている向きがありますが、これは

私は大変な誤解であって子供たちがかわいそうだと思っております。 

 今年度改定予定の新学習指導要領では思考力や表現力、こういうものを重視しよう

というのが方針に出されているようです。このことを受けて、一部の教育関係者から

このことが知識の軽視となって学力低下を招くのではないかという指摘等がなされて、

かつてのゆとり教育の理念を復活させるのではないかというような誤解への対応とし

て、学習内容の削減はいたしませんという脱ゆとり教育が表明されたものと理解して

おります。 

 これを受けて本町の教育方針はどうかということですけども、本町の教育方針はこ

れまで行ってまいりました教育方針及び具体的な方策について大きく何かを変えると

いうような考えは全くございません。いわゆる生きる力の育成を確実に推進するとい
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うことで、先ほども申しましたけど知識、技能の習得と思考力、判断力、表現力等の

バランスのよい育成を目標に置いて進めたいと思っております。この方針は、この先

も恐らく大きく変わることがない不易のものであると考えております。 

 少し補足しますと、３点ございますが、知識、技能に加え、自分で課題を見つけ、

みずから学び、主体的に判断、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を身につ

けるなどの確かな学力。２つ目は、みずからを律しつつ、他人とともに協議し、他人

を思いやる心や感動することなどを育む豊かな人間性。それから、社会をたくましく

生きるための健康、体力。この３つのバランスをしっかりと育成することだと思いま

す。 

 ゆとり教育か詰め込み教育かといった二項対立には今後なりませんというような馳

文科大臣のメッセージもありますけど、今申しましたように本町の教育基盤は少しも

ぶれることなく進めてまいりたいと思っております。 

 

○草場祥則議員 

 私もどっちが正しいとかどっちが悪いとかそういうことじゃないと思います。一番

肝心なのは、教育長おっしゃったようにいかに生きていくかということに尽きると思

います。そのことでしっかりと教育をしてもらえますようにお願いを申し上げておき

ます。 

 続いて、その子供たちを指導する教職員の負担といいますか、よく聞きます、授業

よりもそういうような事務に追われるとかクラブ活動に追われてとにかく自分の時間

がないと、勉強する時間がないというようなことをよく先生方から聞くわけでござい

ますけど、そしたらその中で部活動ということで取り上げたいと思います。 

 中学校、高校の部活動は学習指導要領で学級教育の一環に位置づけられるというこ

とで、先生方が長時間のそういうような活動に携わっておられるというふうに思いま

す。ただ、ちょっと行き過ぎな面もあるんじゃないかなというようなことで、まず初

めに部活動の現状と、ある地区は余り行き過ぎたらいかんと、やっぱり勉強する時間

をつくらんといかんやんかということで部を休養日にするというような取り組みもし

ているところもあるようでございますけど、白石町はどうでしょうか。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 失礼します。先ほど御質問された点については私のほうから答弁させていただきま

す。 

 まず、部活動の状況、それに応じた休養日などの設定はという御質問でしたが、白

石町内３中学校の部活動の状況は、白石中学校は11の部活動、福富中学校は７つの部

活動、有明中学校は現在８つの部活動があります。そこで大変先生方熱心に指導して

くださっているわけですが、反面やはりそういった問題もございます。生徒の安全面、

まずそういったところを考えていただきたいということでお願いをしてます。そして、

生徒だけでの練習にならないよう、それぞれの部活動に現在は顧問と副顧問を必ず設

けて２人体制で指導に当たるようにしています。なお、休養日については毎月第３水

曜日を町内一斉部活動休止日として設定しておりまして、運動、部活動の適正な運営
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ができるよう、また生徒の能力や適性や興味、関心に応じた適切な指導を行っていた

だいているところです。 

 先ほど申し上げたことは原則ということになりますが、また各学校の運営規程の中

には週当たり１日以上の休養日を設定することとか、土曜日や日曜日に活動する必要

がある場合はほかの曜日に必ず休養日を設定することとか、生徒が地域の行事やイベ

ント、ボランティア活動等にも積極的に参加できるように部活動の運営にも配慮をす

るということを盛り込んでもらっています。 

 当然、時期に応じても大会前後であるとかそういった多忙な時期もございますので、

そういった原則をもとに各時期、各学校の実情に応じて、部活動の種類にも応じて、

先生方の負担軽減という側面からも考えて運営をしてくださいというふうにお願いを

しているところです。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 休養日があることで生徒は疲労解消をして授業に集中でき、教員も教材の研究や家

族と過ごす時間ができるということで、メリット面があるんじゃないかな、そういう

ふうに思います。また、それで２番目の部活動への外部の指導者の導入といいますか、

そういうことの現状と今後の考え方、そのことをお願いします。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 外部指導者についてですが、これは毎年各学校から希望をとり、白石町部活動外部

指導者派遣授業として、本年度ですが白石中学校に２名、福富中学校に４名、有明中

学校に１名、計７名の方に指導してもらっています。部活動を担当する教職員が必ず

しもその種目の専門であるということは当然言えませんので、そういった場合は指導

方法や指導内容等、どうすればよいか悩むことも十分考えられます。そういったとき

に外部指導者に技術的な指導をお願いすることで教職員の負担軽減につながるという

ふうに考えます。 

 今後は、各中学校の部活動の担当者の状況等を見ながら適切に外部指導者の導入を

積極的に進めていかなくてはならないと考えているところです。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 文部科学省も教員にかわり部活動の顧問や引率ができる部活動指導員の配置を促す

方針を打ち出したというようなことで非常にいいシステムじゃないかなと思います。

ただ、いろいろ問題点もあるようでありますけど何とかクリアしていっていただきた

いと、そういうふうに思います。 

 ３番目でとにかく事務量といいますかそういうものが非常に多いというようなこと

を聞きます。そういうような事務的なものを専門で補充するというような仕組みづく

りというものはできないものでしょうか。 
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○石橋佳樹主任指導主事 

確かに言われるとおり非常に多忙であるというのは私どもも感じているところなんで

すが、その事務的な作業を補助する仕組みづくりということで、本町小・中学校の事

務職員の先生方に学校運営支援室を組織し事務を共同で実施することで業務の効率化、

標準化及び組織内の研修を行っているところです。 

 その取り組みの中で教員支援として学校預かり金についてかかわりを持っています。

いわゆる保護者からの校納金です、その事務をお手伝いしていただいています。また、

これについては平成23年度から継続して行っているわけですが、非常に教職員の多忙

化軽減にはつながったのではないかなと考えています。教職員のほうからも今後引き

続き継続をということで強く希望が出ています。 

 また、本町独自の学校教育支援員スクールアシスタントさんの任用についても児

童・生徒の学校生活面での個別対応の支援、それぞれ子供たちの実態が違います。ま

た、学校事務の補助、授業で使う教材の作成であるとかそういったもろもろを行って

もらっています。学習プリントや学級だより等の印刷をしてもらうことなども教職員

の負担軽減につながっていると考えているところです。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 そしたら、給食費の収納とか何とかも担任の先生がなさってるわけじゃない。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 給食費に関しては振り込み、そういうふうになっております。済みません。 

 

○草場祥則議員 

 先生方にゆとりを持って余裕を持って教育のほうに打ち込んでもらう体制づくりと

いうのを、ひとつよろしくお願いしておきたいと思います。 

 次、４番目に近年は心身ともにたくましい子供のイメージが希薄になっている気が

いたします。よい意味での競争心を取り組むことについての問いでございます。 

 町内、少人数学級で生徒が少ない中でいかにして競争心を育てるか、そういうよう

なことでどのような考え方を持っておられるかお聞きいたします。 

 

○北村喜久次教育長 

 近年、心身のたくましさという面では以前と比べますと随分落ちてきているのでは

ないか、これは皆さん方も多分同感されることではないかと思います。このことは町

内の子供たちについても決して例外ではないと思っております。 

 一般的な傾向ですけど、衣食住についてもそんなに不自由をしておりませんし、い

ろんな生活体も選択できる時代となっています。あわせて、家庭や兄弟間でも我慢を

強いられるような場面というのが随分少なくなってきておりまして、加えて少子化に

よる子供たちの数の減少から以前のように学校でたくさんの同じ年代の子供たちと出

会って、あの人とは気が合うとかあの人とは気が合わないとかというような、いわゆ
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る両方がいて自分の気持ちを表に出したり抑えたりしながら人づき合いを学ぶという

ようなことも随分減ってきているような思いがあります。 

 学習の場面においても、目に見えて明らかな他人との競争、勝つか負けるかといっ

た極端な競争場面は随分少なくなりました。しかし、子供たちは本来競争心が旺盛で

あると考えております。多くの学習場面で子供たちの潜在的に持っている興味、関心、

やる気、そういうものを引き出すために競争場面を取り入れながら学習を展開する例

はたくさんございます。 

 例えば、算数や数学の時間に計算のタイムや正確さを競う、国語の時間に書けた文

章の量や表現の工夫を競う、あるいは社会科では地図上の公共施設を幾つ見つけられ

たかというようなことを競うなどです。また、学習以外の面でも、例えば無言清掃が

連続何日できたかとか、あるいは給食を残さず食べられたとか、それから帰りの会等

でその日友達の思いやりのあるよい行いができたかどうかです。そういったことなど

をやっておりまして、ほかにも多々ございまして数え上げれば切りがないところです。 

 ただ、このような学習や活動を仕組むときに指導者として決して間違えてならない

ことがございます。それは、学習の場面で取り入れる競争というのは手段にすぎない

ということなんです。目的ではないと、競争が目的ではないということです。競争に

よって生じる人との比較、結果としての勝敗のみに光を当ててしまいますと、手段を

選ばず結果のみを求めてしまうというようなことが大切という子供たちの価値観をゆ

がめてしまうおそれもあります。また、そのことで友達との能力の比較のみがクロー

ズアップされて友人関係の不適切な上下関係が生じたり、人をねたんだり、あるいは

卑下したりといった人間関係のもつれにつながってしまうようなケースも少なくない

と思います。 

 本町が目指す児童・生徒の姿は、先日行われましたオリンピックの中で陸上の

5,000メートルであった出来事、記憶の方もいらっしゃると思うんですけど、ニュー

ジーランドとアメリカの選手が初対面でしたけども思わず手をとって励まし合ったと

いう場面がございました。結果を求めて力を出し切り最大限の努力を続けられるたく

ましさと、競争や勝敗の時限を超えた人としてのお互いを気遣い励まし合う心、この

両面をバランスよく育んでいければと思っています。 

 大切なのは誰かに勝つことではなくて自分自身の最善を尽くすことです。その最善

を尽くしている友達の姿に気づくこと、感じられること、そのことを称賛できること、

こういったことが大切ではないかなと考えております。競争の結果のみに目を向ける

評価ではなくて、その過程を見守って子供の小さな努力、意識の変化に光を当てて、

励まし教え支えていく必要があると考えます。 

 これらのことは、本町小・中学校の教職員はとても大切にしていただいて日々の指

導に当たっていただいているものと考えております。 

 

○草場祥則議員 

 非常に感動いたしました。そういうような、私たちなんか商売してきているもんで

勝つか負けるかで負くっぎんいかんちゃうんかというようなことで息子たちも言って

ますけど、目からうろこといいますかそういうようなことで、こういう少人数であり
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ますけどその中で知恵を出してやってもらいたいと、そういうふうに思います。 

 大きく教育のほうはこれで終わりまして、それでは次に地域づくりについてという

ことで入りたいと思います。 

 先般、町長もお見えいただきましたけど、町内の各地で祭りが復活をしてきており

ます。それぞれの地域で主体的に行われるこれらの取り組みは、地域に愛着を持ち、

地域を誇れる機運の醸成に役立つものであると思われますが、これについての町長の

認識をお伺いしたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 草場議員からは地域づくりについての認識ということでの問いでございます。 

 かつてから地域は働く、そして住む、そして根づくの三位一体の場所であったとい

うふうに思います。それが時代とともに、働く場所であったり住む場所であったり

人々の選択は豊かになってきております。それにより、自分の趣味や仕事、気の合う

友人などを大切にし、地域社会や公共問題には関心を示さない、そういった機運が地

域社会においても広がっているように感じられております。 

 そのような中、地域の中で人々がどんな課題に着目しそれぞれの役割をどう見出し

ていくか、キーパーソンを見つけ育てていくことが大切なことだというふうに思いま

す。それらの地域が町内の各地域で復活し行われている祭りなどにつながっているも

のというふうに思います。 

 ことし、私は３地区からお招きを受け参加をさせていただきました。数年ぶりに復

活した祭りであるとか、最近はちょっと落ち込んでいたけど若い人たちが活躍してや

ってくれているというような場所ばかりでございました。このような地域での取り組

みというものは地域の自慢の種となり得るものでありまして、自分の地域への誇りが

生まれ、その誇りが地域の新たな可能性、課題にチャレンジしていく原動力になるも

のだというふうに思います。そのような地域が白石町のまちづくりの原動力となって

いただくことを期待するものでございます。 

 そういったことから、先ほど言いましたように３地区だけを私は今回見せていただ

きましたけども、そこの中に若い方から年配の方まで横のつながり、縦のつながりで

盛り上がっているところを見せていただいたわけでございまして、これをもっともっ

と地域全体、白石町全体に広げていただければなというふうに思ってるところでござ

います。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 この活動によって一番私感心するのは、自分たちの力で自主的に若い人たちが取り

組んでいる姿を見て、今白石町は非常に盛り上がっているといいますかそういうよう

な機運といいますか、町長を褒めるわけじゃないですけど、例えば副町長でも満票、

教育長も満票というようなことで、一致団結して白石町を何とかしようというような

機運が非常に盛り上がってきているんじゃないかなと、そういうふうに私は理解をし

ております。 
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 そうした中で、必ずこういうところではリーダーといいますか、私の部落でもやっ

ぱり二、三人の方がリードをとってやろうやんかということでしている例であります

けど、地域づくりへの取り組みはキーパーソンをどう見出して人材をどう育てていく

かということが非常に重要じゃないかなとそういうふうに思います。今後の町の取り

組みについてお伺いいたします。 

 

○田島健一町長 

 地域づくりのためのキーパーソンをどう見つけ出し、そして育てていくかというこ

とが重要である、このことについての取り組みについてという御質問でございます。 

 白石町の第２次の総合計画にも掲げておりますように、参加と協働の促進という現

況と課題の中におきまして、町民参加による行政の推進は魅力あるまちづくりを推進

していく上で必要不可欠であるというふうにしております。さらに、町民の皆さんと

行政が協力し合いながらともにつくるまちづくりの体制をつくるのも必要でございま

す。 

 元気とは活気でありまして、地域の元気はその地域の人材力であると思います。前

の質問にもお答えいたしましたように、地域の中での人々がどんな課題に着目し、そ

れぞれの役割をどう見出していくか、キーパーソンを見つけ育てていくことが最も大

切なことだというふうに思います。年功や政治力に応じた縦方向のリーダーシップで

はなく、信頼を背景として地域に対する責任と地域づくりの楽しさを分かち合いなが

ら地域全体を引っ張っていく力を発揮していく横のつながりによる協働型のリーダー

シップが必要ではないかというふうに思います。 

 本町におきましても地域でさまざまな取り組みがなされております。先ほど議員か

らもおっしゃいましたように、地域の祭りが復活したところもございます。また、商

店街におけるにぎわいづくりを一生懸命やっていただいている方もいらっしゃいます。

また、農業分野でありましても今回農事法人ほくめいという大きな組織もできたとこ

ろでございまして、いろんな地域の中でリーダーがいらっしゃいます。それぞれに活

躍されておりますリーダーの皆さんたちが連携できる仕組みづくりを行うなど、各地

域の元気をつなげることが町全体を行うことの一つだというふうに思います。そうい

うことを念頭に、地域づくりにかかわる人材の育成に努めてまいりたいというふうに

思うところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 その中で一つの提案といいますか、私がちょうど青年団とかいろいろ活動しておる

ころ、香月知事の時代に佐賀県でリーダー研修会ということで青年の家で２泊３日や

ったですか、私は福富町から行きましたけど各町から１人ずつ寄って夜なべ談義して

というようなことをしたというようなことをした経験があります。 

 そういうような中で、その卒業生が私たちの年代になって県議会議員になったり商

工会長になったりいろいろ会社のリーダーになったりその地区のリーダーになったり

というようなことで、非常にあの組織はよかったなというような感じております。今
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も時々連絡を取り合ったりしておりますけど、そういうようなことで町内にもいろい

ろな青年団活動をされた方、卒業された方、そういうような方がまだいらっしゃるも

んで、そういうような方を抽出してよけて、そういうような話し合いといいますかリ

ーダー研修会というようのをつくって後輩を育てていくというような機運をつくった

らいいんじゃないかなと、そういうふうに思います。 

 今までよく研修会といったら、例えば何か組織の長にただ案内を出して寄ってもら

うというようなことじゃなくて、それはもうつてを使ったら、私でも知っていますよ

うに今副議長の片渕議員も青年団のときあの人エリートやったんですけど、一緒に青

年団活動をしたりそういうような経験者というのがおるわけですから、ひとつぜひと

もそういうような人を利用して地域のリーダーとしてつくってもらいたいと、そうい

うふうに思います。 

 これが、よく町長がおっしゃいます協働型の社会といいますかそういうようなこと

をつくる非常に重要なキーパーソンになるんじゃないかなとそういうふうに思います。

それが行く行くは在宅介護なり地域の催し事の地域支援といいますかそういうような

ことの醸成する一つのきっかけになると思いますので、ぜひともこういうふうなリー

ダー研修会といいますか、とにかくその当時、人形師はもう一升瓶持ってきていろい

ろな話をして自由にしてよかというようなことやったもんでというようなことで、非

常に腹を打ち割って話をしたという経験があります。非常に勉強になっておりますの

で、ぜひとも町内でもそういうようなものをつくって先輩たちを利用してもらったら

いいんじゃないかなと、そういうふうに思います。ひとつよろしくお願いしときます。 

 続きまして、商工業の振興ということになっておりますけど、道の駅の整備計画が

進んでおりますけど、完成後に町内の小売店への与える影響は検討されているのか、

またともに発展できるような振興策について問いたいと思います。 

 道の駅の完成に向かって準備が着々と進んでいるのでございますが、少なからず道

の駅ができたら影響が出るであろう小規模の小売店、そういうようなところに対する

説明といいますか、また対策といいますかそういうようなものを、やっぱり光ばかり

当てんで、ガンツクウバイ、もしくは、ガンユウナバイばかりじゃなくて、それに対

しての影の部分といいますかそういうようなところの対策といいますか、それはどう

なってるのかお聞きしたいと思います。 

 ただ、町長さんが前回おっしゃいましたようにスーパーマーケットのようなことは

しないと、町内の商店街に配慮した道の駅をつくるというようなことで非常に私も大

賛成というようなことで言っておりましたけど、そういうようなことでとにかく小さ

な商店街、何回も私言うようですけど同じ部落の八百屋さんがこの前言いましたけど、

さまざま私も長年税金をずっとこつこつと納めてきたと、ただ道の駅ができたばかり

に飯食われんようになったと、それが私はもう非常に頭の中に残っております。そう

いうようなことで、スポットライトを浴びるところばかりじゃなくて、影響を受ける

ところの対策といいますかそういうようなものをどういうふうにお考えになっている

のかお聞きいたします。 

 

○久原浩文産業創生課長 
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 道の駅の整備計画が進んでおりますけども、完成後の町内の小売店に与える影響は

検討されているのかといったことにつきまして、まずお答えをしたいと思います。 

 今後、道の駅の完成後、町内の小売店につきましては、議員さんおっしゃいますよ

うに少なからず何かしらの影響が出ることが想定をされます。どのような影響が出る

かについては、正直現時点で把握はできておりません。 

 道の駅整備もさることながら、有明沿岸道路等の道路整備によりまして道路の利用

体系等も変わってくるものと思われます。商店にどのような影響が道の駅完成後出る

のか、商店街の実態調査なりニーズ調査なりそういったデータ収集の方法、ノウハウ

が行政には不足をしております。商工会におきまして今後調査を行っていただき、デ

ータを収集した結果に基づき商工会を中心に商工業者の方々の御意見をいただきなが

ら町としても検討をしてまいりたいと考えております。 

 あと、ともに発展できるようなという施策の考えでございますけども、現時点でご

ざいますけども、道路、道の駅を整備することによりまして町内に流入してくる車の

量も増加してくると考えられます。町としても道の駅だけで素通りされては困ります

んで、もちろん道の駅というのは直売所、地域振興施設のみならず情報発信の機能も

擁しております。そこには道路情報のみならず地域も、白石町の情報を発信するスペ

ースもございます。そういったスペースも大いに利用して、また今言いましたように

道の駅から町内の商店街や観光スポットへ足を運んでもらえるような施策や、商工業

者につきましても道の駅ができたら町内の農水産物を使った加工品等を開発をしてい

ただいて道の駅でも収益を上げることができるような研究をしていただければ、行政

のほうも手助けができればといったことで考えております。 

 なお、今年度開催いたしております売れる加工品づくり講座、７月から10月まで８

回として着実に講座進行しておりますけども、これも来年度も継続して行う予定とい

たしておりますので、ぜひ受講していただいて新たな加工品づくりにも挑戦していた

だいて、町民皆さんが道の駅を大いに盛り上げるようなことで進んでいきたいと考え

ております。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 道の駅を盛り上げるということは大賛成ですけど、ただそういうようなのができた

場合のデータといいますか、それから青写真といいますか、そういうものはやっぱり

商工会さんなりとタイアップしてこういうふうになるんじゃないかなというようなデ

ータだけは出して指針を出してもらいたい、そういうふうに思います。 

 ただ、私も６次産業化という話が今出ましたけど、こう商店を見よって、小売店っ

てもうやっぱり自分のところで知恵を出して付加価値をつけた商品を売っているとこ

ろは、例えば魚屋さんにしろ結構はやってる店があるわけです。ですから、私よう言

うのが商店の６次産業化といいますかそういうようなものを指導をして、例えば八百

屋さんやったらそこの何かジュースをつくるとかそういうようなことで道の駅とかで

それを売るとかすると、今道の駅で売ると言いましたけど、やっぱり６次産業ででき

たものは町内のどこに行っても買えるというような方策をしてもらったほうがいいん
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じゃないかなとそういうふうに思います。 

 というのは、やっぱし高齢化で道の駅まで行かれへん、行く時間もないというよう

なことで、そういうことで道の駅と商店がタイアップして、そして行く行くはああい

うような大きなスーパーとかああいうところも巻き込んで、ですから白石商店街で行

ってます金曜市ですか、ああいうものを白石町全部で、それはもうモリナガさんとか

入れてそういうようなことでして、一体となって町内で物を買おうというような機運

を盛り上げていくべきじゃないかと思います。 

 そういうことで、商工会に指導といいますかそういうようなことを念頭に置いて、

産業課のほうで頑張っておられると思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 議員さんおっしゃいますように、道の駅だけじゃなくて町内の皆さんが潤うような

施策等についても、もちろん行政だけではいけませんので、商工会含めて、また道の

駅の検討協議会もございます、いろいろな方の御意見等をいただきながら今後進めて

いくべきだと思っております。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 よろしくお願いいたします。 

 今度の盆に、私車乗るもので佐世保の朝市に朝行きました。もう寂れて四、五件し

かないというようなことで、何でやろうかといったらやっぱり道の駅の影響といいま

すかそういうようなことで。大分県に行くところも、途中バラック小屋のところでミ

カンとか梨とか売る小さい道があるんです。繁盛しとったんですけど今度やめるとい

うことで、何でというたらやっぱり道の駅ができてそっちのほうにお客さんが流れた

というようなことで、これは一つの時代の流れやと思うんです。 

 ですから、そこである程度知恵を出してこういったことをするというようなことで、

そういうようなんで佐世保がだめやったもんで、私今度は西海橋の先にＪＡが行って

いる道の駅があるわけです、そこに行ったらそこは地場産品専門店ですけど、そこの

中の１コーナーでちゃんと看板をかけてこれはよそから仕入れてきた商品ですという

ようなことでコーナーがあって。というのは、私盆にやっぱり桃も要る、スイカも要

る、リンゴも要る、そういうようなところで地場産、白石で考えた場合、何もなかや

んかって思って、そういうようなことでちょっとそういうようなことを考えたもんで。 

 町長の地場産品だけで行くというような考え方も私評価しますけど、私いつもホン

ダの話を出しますけど、ホンダのオデッセイが最初爆発的に売れて、よその会社が出

したらなかなか売れんようになったと。何でやかというと、後ろのドアがホンダはこ

っちが急に上がったら子供が飛び出して危ないというようなことで中からは鍵が開け

られないというような仕組みをつくって、それがよそのメーカーはどんどん開けてい

かれるというようなことでホンダもまたそういうような車種を変えて中から開けられ

るような機種を出したというような例で、臨機応変に一つの時代の流れに応じて町長

のほうも基本的には地場産品を売るというようなことを中心に据えながら、そういう
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ふうなフレキシブルに考えてほしいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 道の駅というのは総称でございまして、そこの中に今のところは地域振興施設とい

うところでの直売所というんですかいろんな物産を売る場所をつくろうということに

いたしているところでございます。 

 先ほど来お話がありますように、私は農産物、林産物、水産物、いずれにしても白

石町にはいいものがたくさんございますので、私はこれをよそから持ってくるんじゃ

なくて白石町を売るんだということで頑張っていきたいというふうに思っております

し、それはひいては小売の店、町内にたくさんいらっしゃる店を圧迫したらいかんと

いうことも踏まえてそういうことにしたいというふうに思ってるところでございます。

そして、町内の商工業者の方たちもこれに恩恵を受けていただくというか、白石町全

体としての相乗効果を出さないかんというふうに私は思っております。 

 ただ、そういった中で私はこれまでも聞いてきてるんですけど、農家の人たちは物

をつくるのは私らプロばい、私ら白石一ばい、佐賀県一ばい、日本一ばいと言って自

負されております。つくることについては白石の人たちはすばらしいと思いますけど

も、それを加工するとか売っていくというところまで皆自分でせないかんというとこ

ろにはちょっと人的にもいろんな面で難しいところがあるということでございますの

で、そこら辺はやっぱり商工業者の方たちと連携をしてやっていただければ全体とし

ていいんかなというふうに思います。 

 そして、先ほど言いましたように相乗効果というのは地域振興施設の中で売るもの

については、これは町外からの人たちがメーンとなってくるというふうに思います。

町内の人たちがそこまで行って買い物をするというのは少ないんじゃないかなという

ふうに思います。それはやっぱり町内の小売店の中で購入していただきたい。その中

で、先ほど議員おっしゃいますように新たにできた６次産品等々についても、６次産

品は地域振興施設だけでしか売ってないよということではなく、町内の各店において

も売ってありますよというふうに持っていかないかんであるというふうに思います。

それが相乗効果ということになるんじゃないかなと私は思います。 

 そういったもろもろを今後もいろいろと道の駅の中には協議会をつくっていろいろ

と議論をしていただくようになってございますので、その中でもっともっと深く深く

検討していただければというふうに思ってるところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 ありがとうございました。今までの白石町の発展を微力ながら支えてこられた小さ

な小売店、商店にある程度配慮した施策のほうをよろしくお願い申し上げまして、質

問を終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで草場祥則議員の一般質問を終わります。 
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 暫時休憩します。 

11時42分 休憩 

13時15分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。前田弘次郎議員。 

 

○前田弘次郎議員 

 議長の許可を得ましたので、平成28年９月定例議会の一般質問をいたします。 

 今回は、28年４月から新しく課長になられた３名の課長に答弁をもらいます。今月

で半年未満ではありますが各課の課長になられていろいろ御苦労もあられるでしょう

が、御自身の考えも含めて答弁をよろしくお願いします。そして、この一般質問はケ

ーブルテレビによる生中継で放送されます。声だけではなく、顔の表情もはっきり映

りますので緊張感を持って答弁をよろしくお願いします。 

 今後の白石町のさらなる向上、発展をすることをお互いに共有して一生懸命に頑張

って質問をします。 

 では、１項目、社会保障の充実として国民健康保険事業の現況についてお尋ねしま

す。 

 現在の国民健康保険事業の現況について資料をいただいてますので、資料に基づい

て説明をお願いいたします。 

 

○門田和昭住民課長 

 まず、国民健康保険事業の現状ということで、Ａ３判資料過去３カ年の決算状況で

御説明いたします。 

 １款の保険税ですが、３カ年の状況を見ますと、農業、漁業の所得の増減が大きく

影響しております。また、退職被保険者関係の保険税の減少は、平成26年度末をもっ

て退職被保険者制度の新規適用が廃止されたことが要因です。 

 次に、４款の国庫支出金については相対的に大きな変動はありませんが、平成27年

度においては療養給付費負担金療養給付費分の5,227万1,118円の増額が特徴です。 

 次に、５款の療養給付費交付金は退職被保険者の医療給付費に伴い診療報酬支払基

金から交付されるものですが、１款の保険税でも申しましたとおり退職者医療制度の

新規適用が平成26年度末に廃止されておりますので5,918万7,286円の減額になってお

ります。今後、この退職被保険者数の減少とともに交付金は消滅することになります。 

 次に、６款の前期高齢者交付金ですが、平成25年度、前々年度の精算をすることに

なりますが5,343万4,155円の減額になっております。 

 次に、８款共同事業交付金ですが、これはこれまで20万円以上の人が対象であった

ものが平成27年度からは全レセプトを対象とする制度改正に伴い５億2,072万7,969円

と大きく伸びたように見えます。なお、この共同安定化事業には事業参加の拠出金が

伴いますので、裏面の歳出７款共同事業拠出金額との差し引きが3,942万4,090円が共

同事業による実質の収入となります。 
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 次に、10款繰入金は、平成27年度から保険者支援として1,700億円が国から投入さ

れた保険基盤安定繰入金保険者支援分の2,825万1,876円の増額、累積赤字期間中に受

けた町からの財政支援繰入金１億円による5,000万円の増額が特徴となっております。 

 次に、裏面をごらんください。 

 歳出でございます。 

 まず、２款保険給付費ですが、25年、26年度ともに23億3,100万円、23億1,200万円

ほどで推移していたものが、平成27年度では約23億8,018万円と平成26年度よりも

6,900万円ほどの増額となっております。このうち調剤費が約6,000万円の増額となっ

ておりますので、Ｃ型肝炎の治療薬の影響だと推測をしているところでございます。 

 次に、共同事業拠出金ですが、先ほど歳入でも申しましたが制度の改正による大幅

な増額になっているところです。歳入から歳出を差し引きしました9,942万9,800円が

平成27年度末の累積赤字額ということになります。 

 次に、Ａ４判の資料をごらんください。 

 中ほどの塗り潰しの部分が被保険者の推移でございます。近年徐々に被保険者数の

減がふえ続けており、平成27年度においては前年度対比で218名の減になっておりま

す。主な理由は高齢者医療への移行による減少が主であり、平成28年４月１日現在の

本町の年齢別人口数で最も多い現在65歳432名の方が75歳を迎えられる平成37年度が

被保険者減少数のピークになるものと推測されます。また、保険給付費の推移ですが、

3,000円から6,000円の増額で推移しておりましたが、27年度においては１人33万

860円と対前年比１万9,078円と大幅な給付費の増額になっております。 

 なお、つい最近報告されました県の速報では平成27年度における診療費は１人当た

り30万3,276円となっており、県内20市町のうち高いほうから17番目ということで報

告があっております。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 ハプニングもありながら大変詳しい説明をありがとうございました。今後も事業の

発展に頑張っていただくことをお願いして、本題の国民健康保険特別会計の赤字の現

状を捉え、その対策として、町民への現状の周知はもちろん医療費の削減策としてジ

ェネリック医薬品の推進や健康づくり事業への取り組み、健康診断の充実など現在町

で取り組まれている内容と、今後力を入れていこうと考えられる点などをお尋ねしま

す。 

 それと、町内においてのジェネリック医薬品の普及率はどのくらいか、わかったら

お願いをします。 

 

○門田和昭住民課長 

 国保特会の現状の周知、取り組み、今後の重点事項についての御質問ですが、まず

現状の周知ですが、昨年９月から町広報紙内に健康ダイアリーのコーナーを設け、特

定健診の受診の状況、糖尿病関係、ジェネリック医薬品等について御紹介なりお願い

をしているところです。 
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 取り組みの状況ですが、平成27年度通知事業でジェネリック医薬品の差額通知

1,043通、国が目標としているジェネリック医薬品の数量シェアですが、平成29年度

中に国は70％以上とすることにしておりますが、本町におきましては平成28年１月末

で68.3％となっております。また、医療費通知についても行っているところです。 

 平成27年度における特定健診の受診率については、県平均37.5％に対して44.3％と

なっております。 

 今後も国保財政の状況なり特定健診における現状等の公報の内容の充実に努め、今

後の重点事項ともなりますが、とにかく住民の方に健康への意識、関心を持っていた

だくことが大事であると認識しているところでございます。 

 

○前田弘次郎議員 

 ジェネリックの普及率は、大体おおむね全国レベルに近づいていっているというこ

とでわかりました。 

 今回、国民健康保険事業について質問をするということで文教厚生委員会などの勉

強会で提案したところ、委員である溝口議員よりジェネリック薬品についての資料を

いただき、これをしっかり勉強して質問をしなさいと応援をいただきました。 

 その中で、同じ薬局、お薬手帳持参でとあります。私自身も議員になって勉強する

中で、調剤薬局は身近なかかりつけ薬局でよいとのことを知りました。以前は病院の

近くの調剤薬局で薬をとっていましたので、お薬手帳を忘れたときはほかの調剤薬局

からもらった薬品名を言わなければならず苦労したことがあります。かかりつけ調剤

薬局では全ての薬品を把握されてますので、飲み忘れなども考えていただいておりま

す。 

 そして、ことしの６月でしたか、このジェネリック医薬品についてこのような通知

が私のところに全国健康保険協会から送られてきました。私が平成28年３月に処方し

た薬の中でジェネリック医薬品に変更すると金額が約半分になるという、軽減できる

ことの通知です。私自身もジェネリック医薬品に変更しました。このことは今後も議

員の出前講座でも発言をしていきたいと思っております。 

 では、平成30年度を目標に国民健康保険事業の広域化を目指されていますが、高齢

化も進む中、今後も国民健康保険事業の運営の健全化については一層の努力をしてい

かなければならないものであります。運営の健全化対策として、白石町として重点課

題と考えるもの、その対策についてお尋ねします。 

 

○門田和昭住民課長 

 国保財政運営の健全化という、それに伴う重点課題ということの御質問ですが、ま

ず国保財政運営の健全化ということは、すなわち町民の方が健康でいらっしゃるとい

うことに言いかえることができるのではないでしょうか。町民の方が健康でいらっし

ゃるためには、まず最初に行うことは健康への意識、関心を持っていただくこと。次

に、日ごろウオーキング等の軽スポーツに取り組んでいって予防に備えていただくこ

と。３番目に、特定健診を受診していただき、御自身の健康状況を把握していただく

こと、その時点で治療が必要であれば早期に医療機関での治療をしていただき、重症
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化を予防していただく。これらに努めることが国保財政運営の健全化につながるもの

と考えております。全てにおいて努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 住民課長とは27年10月に文教厚生委員会の研修で岡山県の総社市、広島といえば海

でとれるカキが有名ですが、今回は広島の呉市に国民健康保険事業についての研修に

同行していただき、ともに勉強をいたしました。 

 今後も白石町の国民健康保険事業の運営の健全化に努力していただくことをお願い

して、次にマイナンバー制度の現状と問題点についてお尋ねします。 

 カードの発行状況、制度に対する住民の声など、どういうものがあるかお伺いしま

す。 

 

○門田和昭住民課長 

 まず、カードの発行状況ですが、平成28年７月末時点で交付済みが617枚、交付の

ための役場保管分、これは役場において暗証番号等の登録が必要ですので町を経由し

て交付することとなります、そのために町の保管分が274枚、合計891枚、申請率にい

たしまして3.68％となっております。 

 また、制度に対する住民の声ということですが、交付枚数が少ないためかまだ町民

の方からの声は聞こえてこない状況です。しかし、昨年10月からことし４月までの間

に20もの老人クラブや民生委員からの要請によりマイナンバーカードについての出前

講座に出かけておりますが、質問の内容はセキュリティーへの不安、使用する場面等

に対する質問が多かったようです。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 私もこのマイナンバーカードとっております。ただ、とるときにいろいろ手続等暗

証番号あたりが難しい点があったかなとは思います。このマイナンバーカードの発行

によって行政サービスの利便性に効果があると言われてますが現状はどうでしょうか、

お伺いいたします。 

 

○門田和昭住民課長 

 紙上等ではいろいろな使い道等が掲載されておりますが、本町におきまして現在で

のマイナンバーカードによる行政サービスの利便性ということですが、現在本町にお

ける行政サービスについては本人確認、インターネットによる電子申告等に活用され

る段階です。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 実際に私もこのマイナンバーカードを使ったのは今まで１回だけです。このマイナ
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ンバーカードを使ってコンビニで発行されるものとしてどのような種類の証明書があ

るのかお尋ねします。また、コンビニ発行について町として取り組みの考えについて

お尋ねいたします。 

 

○門田和昭住民課長 

 コンビニでできる証明書は、住所地の市区町村で交付されている証明書、住民票の

写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の

付票の写しになっております。また、本籍地の市区町村で交付されている証明書、戸

籍証明書、戸籍の付票の写しはとれることになっています。各市町村で発行証明の種

類を制限されている場合がございますので、全てがとれるということではございませ

ん。 

 次に、コンビニ発行についての町としての考えの御質問ですが、現在杵島地区の戸

籍事務担当者会議等で検討会議をしておりますが、管内の申請率は同じような状況で

あり、本町の場合、一時金導入経費1,600万円、年間の保守経費51万円、税率の負担

金が110万円が大体年間かかるようになっております。済みません、新規導入分は一

時金になりますけど。平成30年度までは国からの２分の１の補助がありますが、平成

31年度からは年間の保守料、税率の負担金、合わせて150万円が運用経費として必要

になります。 

 また、ことし１月からコンビニ交付をされている佐賀市の状況ですが、５月末時点

で交付枚数約9,000枚、本町の約10倍ほどですけども、ことし１月から５月末までに

コンビニ交付実績は税証明が月五、六枚程度、住民票、印鑑証明等が月100枚程度と

いうふうになっております。費用対効果の面でまだ時期尚早ではないかというふうな

杵藤地区管内の検討会での意見になっております。 

 コンビニ交付については、カードの取得状況を観察しながら継続して検討を進めて

まいりたいと思っているところです。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 このマイナンバー制度は、私たちの役に立つ制度として充実していくことを期待し

ております。 

 このことに関連して、総務省は航空会社のマイルなどをマイナンバーカードにため

て地元商店街での買い物や公共施設利用料に充てられる制度をつくるとの報道が記載

されております。また、公的ポイント制度をマイナンバーカードの普及につなげる狙

いもあり、このように今後のマイナンバーカードの活用にはいろいろな方法が出てく

るものと思います。 

 しっかり情報を集めていただいて、今後の活用に努力していただくことをお願いし

て、２項めのスポーツの振興についてお尋ねします。 

 21回を数えた歌垣ロードレースの参加者の推移、にぎわいの様子はいかがでしょう

か。以前にも内容がマンネリ化しているのではないかと質問をしましたが、マラソン

のコースなどを工夫し、商店街とコラボしてイベントを行うなど、ランナーも応援の
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方も参加した皆がもっと楽しんでいただけるような仕組みなどを検討する考えはない

かお尋ねいたします。 

 

○千布一夫生涯学習課長 

 ロードレース大会の参加者数のこと、それからマラソンコースなどを工夫して商店

街とコラボしてイベントを行うことについての御質問でございます。 

 歌垣の郷ロードレース大会はことし３月の開催で21回を数えております。白石平野

に春の訪れを告げる大会として定着しております。県内はもちろん、福岡県や長崎県

など県外からの参加者も含めて毎回2,500人を超えるランナーでにぎわいを見せてお

ります。 

 県内では、さが桜マラソンに次ぐ参加者数を記録する大会になっております。議員

のコースを工夫して商店街とコラボしてイベントができないかという御質問でござい

ますが、商店街を通るコースの設営につきましては、参加者が地元の商店街の身近な

ところを走っていただきますと応援者も多くなり町のＰＲとして大変期待ができるか

と思います。しかし、国道を横断しなければならないということで、参加者の安全面、

それから大会の運営面から非常に困難な部分もあるんじゃないかというふうに考えて

おります。 

 ロードレース大会には応援者を含めて県内外からたくさんの方が来町され、町のＰ

Ｒができる絶好のチャンスと考えております。これまで積み上げてきた実績を生かし

ながら、そして商工会など大会協賛団体と連携、協力を図りながら今まで以上に魅力

あるロードレース大会になるよう検討を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○前田弘次郎議員 

 この歌垣ロードレースの日ですが、白石町に来られる選手はもちろん応援者も多数

見られます。私の提案なんですけど、そこで応援者や選手の空き時間を利用して商店

街をスタンプラリーしていただき、抽せんで町内の特産品や商店街の商品などをプレ

ゼントするなどのイベントなどを考えてはいかがでしょうか。今後の課題として提案

しますが、お尋ねします。 

 

○千布一夫生涯学習課長 

 空き時間を利用して商店街をスタンプラリーしたらどうかという御質問でございま

す。 

 先ほどもお答えしましたが、ロードレース大会には応援者も含めて県内外からたく

さんの方が来町され白石町のＰＲができる絶好のチャンスだと考えております。先ほ

ど議員がおっしゃいました御提案のことは大変ユニークな発想といいますかおもしろ

いイベントだと思います。御提案の件につきましては、当然白石町だけでできる、町

だけでできるものではないと思っております。商工会、そして大会の運営を行ってお

ります実行委員会としっかり検討を行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○前田弘次郎議員 

 ぜひ商工会、また商店街の皆様の意見を聞いて、よりよいイベントができることを

お願いしときます。 

 次に、町内の子供たちはほかにもさまざまなスポーツに触れ合っています。８月は

オリンピックに甲子園などスポーツめじろうしで、正直睡眠不足の方も多く見受けら

れました。多くの人々に夢と感動を与えたさまざまな競技のトップアスリートたちの

姿は子供たちの目にどう映ったのでしょうか。私は、白石町の子供たちといろいろな

競技のトップアスリートがじかに触れ合えるイベントなどができればすばらしいと考

えます。 

 今後とも、スポーツの振興について参加者目線、できれば子供の目線で検討いただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。お尋ねします。 

 

○千布一夫生涯学習課長 

 今回のオリンピックのこと、そしてトップアスリートとじかに触れ合えるイベント

ができないかという御質問でございますが、議員がおっしゃいましたようにことしの

オリンピックでは日本選手団は41個のメダルを獲得して日本中に感動と勇気を与えて

くれた大会でございました。オリンピックを見て自分もこのスポーツをやってみたい、

そう思った子供もたくさんいるんじゃないかというふうに思っております。多くの

人々に夢と感動を与えてくれるトップアスリートを招聘し、子供たちとトップアスリ

ートがじかに触れ合える場を提供することはとてもすばらしい取り組みだと思ってお

ります。 

 このようなトップアスリートの招聘を支援する事業として、例えば宝くじスポーツ

フェア実施事業など幾つかの補助事業がございます。ただ、それぞれの補助事業には

会場となる施設の収容人員などさまざまな条件がございまして補助事業の申請には難

しい面もございますが、今後、佐賀県や体育協会など関係機関と連携をとりながら助

言を受けて検討をしていかなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

 

○前田弘次郎議員 

 課長の答弁ありがとうございました。 

 では、教育長にお聞きします。先ほどのトップアスリートを呼んでイベントを子供

たちとするというような考えは、教育長としてはどのようにお考えでしょうか。 

 

○北村喜久次教育長 

 先般、塩田の久間小学校でしたでしょうか、女子のハンマー投げの室伏選手が見え

られて子供たちと一緒に汗を流されるというのを新聞で見ました。ああ、いいなあと

思って、やはり高校や大学等の選手と違って日本でも超一流のアスリートですので、

子供たちの捉え方、あるいは一緒に汗を流すということに対する感激、全然違うんだ

なと思って、それを見て同じようなことが白石町でも何とかできないものかというこ
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とを思っております。 

 先ほど課長も答弁をしましたけど、いろいろ工夫をしなきゃならないところがある

と思いますけど、ぜひ実現に向けて動き出せたらと思っております。 

 

○前田弘次郎議員 

 ぜひ実現できることを願って、次に３項目めの道の駅について、現在までの進捗状

況と今後のスケジュールについてお尋ねします。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 進捗状況と今後の整備スケジュールについてのお伺いでございますけども、道の駅

につきましては現在までの進捗状況でございますけども、平成26年度に基本構想策定、

27年度に基本計画策定を行ってまいりました。本年度については、道の駅登録申請に

ついて年度当初より国並びに県と協議を行ってきており、８月初旬に道の駅の登録に

ふさわしい整備内容かを検討される幹事会が開催され、８月12日に道の駅登録申請の

提出を行ったところであります。 

 施設の整備関連につきましては、現在敷地造成工事の基本設計、建築に係る基本実

施設計を、また汚水排水を農業集落排水に接続するための設計委託を既に発注してい

るところであります。 

 今後のスケジュールにつきましては、建築箇所の地質調査業務、敷地造成工事の実

施設計業務や用地の取得に必要な事業認定の申請並びに税務署協議等を行うこととし

ております。 

 平成29年度の早い時期より施設の造成工事等に着手できるよう、関係機関と協議を

行っていくこととしております。また、平成30年度末を施設完成の目標としているこ

とから、建築本体工事についても平成29年度後半には着工できるよう準備をしている

こととしております。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 計画どおりに事業が進むことを期待して、今後も私も応援していきたいと考えてい

ます。 

 では、道の駅に出品する商品や加工品についてお尋ねします。 

 午前中、草場議員からも質問がありましたが、町長はオール白石産にこだわりたい

との考えを示されましたが、白石産という考え方、定義をお尋ねいたします。 

 

○田島健一町長 

 前田議員のほうからは出品する白石町産というものの定義、考え方のお尋ねでござ

います。 

 平成27年６月議会の一般質問以降、また今議会でもありましたように、私は町内で

生産されたものだけを取り扱うということに変わりはございません。既存の白石町に

おける農作物で考えますとどうしても端境期があるんじゃなかろうかと、そういうこ
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とで、午前中でも白石町内にはいろんな作物をつくられております、タマネギ、レン

コンだけではなくていろんな種類の農作物ございます。それにあわせて、またことし

から新たなものとしてもいろいろ検討もしていただくようにいたしております。 

 そうして端境期がなくなるようにしていかないかんわけですけれども、それとはま

た別に出荷量が少ないときが出てこようかと思いますので、そこは新たな作物とあわ

せて６次産品と申しますか加工品もたくさんつくり出していきたいというふうに思っ

ているところでございます。 

 そこで、白石町での産物、例えばレンコンを例に挙げましても、レンコンでは既に

私たちが最初は思いもつかなかったようなレンコンパウダーというのが現在売り出さ

れております。このように、一つの作物の中でいろんな加工品が出てくるのではない

かと、一つの作物で10個も20個も加工品が出てくるんじゃなかろうかと、そういった

ことについては今日売れる加工品づくり講座という実践講座を実施しておりまして、

その中から幾らかは商品化に至るものもあるんじゃなかろうかと、そういったもので

端境期というのをなくしていくということをいたしたいというふうに思います。 

 そういったことで、考え方、定義づけといいますのは、とにかく白石で生産される

もの、または白石で加工していただくもの、こういったものに私はこだわっていきた

いというふうに思うわけでございます。最終的には、道の駅白石管理運営体制検討委

員会及び今後組織されます道の駅の運営組織での決定になろうかと思います。 

 再度申し上げますけれども、白石町で生産されました農林水産物、その全部または

一部を主原料として製造された産品に限定させていただきたいというふうに思います。

なぜなら「人と大地がうるおい輝く豊穣のまち」でできているもの、そういうことか

ら私は限らせていただきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

 

○前田弘次郎議員 

 先ほど町長から言われました加工品ということで、産業課がされている売れる加工

品づくり講座ということで、これにも実際私も出席をして、約80名ぐらいの方がいら

っしゃってました。その中で先生が言われたことには、道の駅で販売をして野菜は午

前中でなくなると、昼から来たお客さんたちには、あら、もう野菜なかやんねとがっ

かりして帰られるより、この加工品を白石町の商品でつくっていただいてそれを道の

駅に置くということで昼からも来られるお客さんにも何か白石町の特産の品物を持っ

て帰るということで、もう今約５回ぐらいやっております。私も初めの１回しか参加

できませんでしたが、これはたしか来年もまたやるということでさっき答弁ありまし

たので今後私もこれに参加して一つでも作品を出したいと思っております。そして、

多くの町民の皆さんが、誰でもが参加できるような体制をつくっていただきたいと思

います。 

 また、今回の補正予算で計上されてます新規農産物開発研究費補助金、地域おこし

協力隊推進事業での新規作物開発への挑戦、町内における新規作物等の普及啓発など

の取り組みには大きな期待をしています。 

 最後に、多くの白石産を生み出すためにさらなる挑戦への意気込みを町長にお聞き
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したいと思います。よろしくお願いします。 

 

○田島健一町長 

 何遍も同じようなことを言うかもわかりませんけれども、白石町の農産物について

は主力のタマネギ、レンコンのほかにもイチゴ、アスパラガス、キャベツ、レタス、

ミカン、キュウリ、メロン、小ネギ、トマト、菊、ブロッコリー、ゴーヤ、スイート

コーン等々、数え切れないほどの農産物があるかというふうに思います。 

 しかしながら、このようにたくさんありますけれども、やはり時期的なものがござ

いまして端境期というのも心配ではございます。しかしながら、端境期を生じさせな

いように、道の駅が年中繁盛していくように、さらに白石産が欲しい消費者目線に立

ったところでのオール白石産でやっていくためには、先ほど来言いますように年間を

通じての数多くの品ぞろえが必要不可欠だというふうに思っております。 

 幸いにも町内には山から平地、海と条件も整っておりますので、これを機にいろん

なものの試験栽培を行い、白石町農林水産業の活性化、さらに町民の所得向上につな

げていけたらと考えているところでございます。特に今回山手のほうで果樹の試験栽

培も考えておりまして、町内で栽培できる果樹の品種がふえていくんじゃないかとい

うふうに期待を寄せているところでございます。 

 先ほど議員に挑戦への意気込みという言葉で質問をいただきましたが、道の駅につ

きましては多くの可能性を秘めているというふうに思っております。職員も私も果敢

に挑戦、チャレンジしてまいりたいと思っておりまして、町民の皆様にも挑戦をして

いただきたいというふうに思います。そうすることで、道の駅、農林水産業、商工業、

そして町全体が元気に活性化していくといった連鎖が生まれていくというふうに思い

ます。農林水産物に限らず、加工品も含め多くの品目が生産できるよう挑戦し続けて

いくことを申し上げまして、私の決意とさせていただきます。 

 

○前田弘次郎議員 

 確かに町長の決意受けとめました。町民の方全員が参加できる道の駅をぜひつくっ

ていただきたいと思います。 

 少し時間が早いようですが、私の一般質問はこれで終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで、前田弘次郎議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

13時56分 休憩 

14時20分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。吉岡英允議員。 

 

○吉岡英允議員 
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 議長の許可を得ましたので、通告どおりに大きく３項目について一般質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず１項目ですけども、通学路の安全点検についてお尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目の質問として、町内には８つの小学校と３つの中学校がありますが、小

学校については集団にて登下校をしているのを見かけますので通学路の指定はされて

いると思いますが、中学校においての登下校の際、指定されたルートがあるのかを含

め、まず小・中学校の通学路の指定の状況についてお伺いしたいと思います。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 小・中学校の通学路の指定についてでございますが、小・中学校の通学路につきま

しては各学校長が指定をしている状況でございます。指定の方法といたしましては、

これまで慣例的なものがありまして、それに従いまして指定をされておられるという

ことで、大まかな判定基準といたしましては交通量が少ない道路、歩道が整備されて

いる道路など、児童・生徒の登下校時の安全が確保される道路を基本として指定をさ

れておられます。 

 なお、保護者等から指定している通学路が危険で変更してほしいというような要望

があった場合につきましては、別の経路を検討し、児童等の登下校時の安全を確認し

た上で再設定をされているような状況でございます。 

 通学路の経路数でございますが、各学校それぞれ違っておりますが、小学校では大

体11から30経路程度、それから中学校につきましては６から７経路程度の指定があっ

てるというようなことを伺っております。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 今、経路の本数の説明を受けましたけども、そうしたところ、近隣ですけども、こ

のごろに保護者等から通学路の変更を申し出た件はあるのでしょうか、お伺いします。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 保護者の方々から通学路の変更があったということの場所については把握しており

ませんが、通学路の点検をするときに、ある箇所に行きましたら、ここの部分につい

ては通学路の変更を保護者の方から申し出があった場所ですよというようなことを教

えていただいたことも今年度ございました。そういうことで、変更があってるところ

もあるということで理解しております。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 そうしたところ、今年度５月につくられて、ここに白石町の教育要覧ということで

新しいものを私たち議員もいただいたんですけども、この中の47ページですけども、

この中に通学路の安全点検を５月26日、27日に実施を行うと明記をしてありますので、

先日教育委員会のほうに点検結果をお尋ねしに行ったところ、点検は実際行ったと、
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この両日に行ったというふうなことで話をいただきました。 

 でも、点検結果の結果表につきましては12月にならないと公表できないというふう

なことでございましたので、12月にならないと公表できない理由と、そのときの点検

結果がどうであったか。過去の点検表、27年12月現在のはインターネット上で、うち

のホームページ上で閲覧することができます、私も実際見ました。でも、点検をして

ある以上、やはり今年度の点検結果はどうであったかというのは知りたいと、知って

おくべきだと私は思いましたのでそこら辺を、点検結果と今年度においての指摘事項

はなかったかお伺いしたいと思います。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 通学路の点検結果についてということでございますが、先ほど議員申し上げられま

したとおり本年５月26日と27日に点検をいたしました。その点検に参加といいますか

一緒に点検をしていただいたところは白石警察署、杵藤土木事務所、町総務課、建設

課というようなことで合同で点検を実施をいたしております。そのときは、それぞれ

各学校から点検場所等を確認いただいておりまして、そこの点検場所に出向いてそれ

ぞれ確認をいたしたところでございます。 

 それで、点検の公表につきましては、国道、県道、町道、それぞれ担当する部署、

県土木事務所、町、それから公安委員会等ほかそれぞれ担当する部署がございますの

で、それに従いまして対応いたしてもらうようにいたしております。 

 それで、今年５月26、27に点検をしましたところで主な箇所について報告をさせて

いただきたいと思いますが、まずそれぞれ全て小・中学校ございますが、特に須古小

学校につきましては宮ノ下、県道白石大町線に交差点ありの路面標示の掲示をすると

いうことで、これ県の担当でございます。それから、白石中学校につきまして、上廿

治団地東交差点に中央線の引き直し等の措置をするということで、これは町建設課関

係でございます。それから、福富小学校でございますが、百之粉北３差路でございま

すが押しボタン式の信号機がございますが、そこの横断歩道待機場所にカラー舗装を

していただくというようなことで、これ県の管轄でございます。それから、有明東小

学校につきましては、有明幼稚園の交差点がございますが、そこの児童注意というよ

うなことの表示を４方向設置をするというようなことで、これも建設課で対応をして

いただくようにいたしております。 

 ほかにもございますが、主なものは以上でございますが、この結果に基づきまして

それぞれ対策をしていただきまして、12月から１月ごろまでには全て対応していただ

いて、公表についてはその後公表するというような今のスケジュールになっていくと

思っております。早い時期に対応ができれば公表も早目にできるものではないかとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

 

○吉岡英允議員 

 そうしたところ、新たな指摘箇所はなかったかという点と、私もう一点、この安全

点検を警察署、町関係、一緒にやられて点検業務をされておりますけれども、これあ
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くまでも日中されてあると私は思うんです。小学生、中学生が通るのは朝早くか日暮

れ、落ちてから帰ると思います。そうしたところ、日中の点検をするときと交通量も

全く違います、夕方時。それと、見えるところも見えないのが夕暮れ時でございます。 

 したがいまして、警察署とか部外者を含めるところはもう日中やってください、今

までどおりやってください。ただし、町関係、教育委員会、建設課等々町関係のやつ

は一回夕暮れ時に同じ点検のところをしていただきたいという旨をお伝えしますけど

も、それについての答弁をお願いします。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 まず、点検箇所に新たな箇所ということでございますが、基本的には各年度ごとに

対策がなされておりますので、その後また新たに見つかっている点もあるかと思いま

す。その新たな箇所については、申しわけございません、私のほうで把握をいたして

おりません。 

 それから、点検を昼間ではなくて夜にというふうなこと、議員おっしゃるとおりも

ちろんそのような状況があると思いますので、庁内で検討して、昼間でなくて夕方、

朝早く、または夜間というような子供が帰る時間等がわかっておりますので、その辺

の時間も含めて対応するように検討したいと思います。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 そしたら、対応のほどをお願いいたしまして、次の質問に行きたいと思います。 

 次の質問ですが、通学路の安全対策にはもう一つあると思いますが、登下校におけ

る犯罪に巻き込まれる事案が発生することが想定をされます。 

 そこで２点目の質問として、県が発信するあんあんメール等、不審者情報等が携帯

に入ってきたりして我が町の白石のほうではなかろうかというふうなことで不安を覚

えたりすることがありますけれども、町において犯罪を防ぐために登下校に不安に思

える場所の把握と、保護者から指摘を受けた場所等があるのかをお尋ねをしたいと思

います。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 通学路の安全点検につきましては先ほど申し上げましたとおりでございますが、議

員おっしゃいます交通安全上の危険箇所以外で犯罪を防ぐために登下校中に不安に思

える場所ということにつきましては、各小・中学校にも確認をいたしましたがそうい

う把握はされておりませんでした。 

 また、そのような場所を保護者から指摘を受けたことがあるかというようなことで

ございますが、ほとんどの小・中学校ではなかったということではございますけど、

一部中学校で周囲が田んぼばかりで街灯がないということで、日が落ちると危険であ

るというような相談はあっている、これが指摘になるというふうにも感じますが、相

談はあっていることです。そのときの対応としましては、部活時間の終了時間を早く

して明るいうちにできるだけ下校をしていただくというような対応をとられていると
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いうことでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 指摘事項として街灯がないというようなことで、これがさっきの質問にずっとつな

げて私も行きたいと思いますけども、１点だけ、通学の道路上に空き家等々がないか

あるかというような確認はされたんでしょうか、お尋ねします。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 今回の通学路の点検を合同で実施したときですが、通常通学路のところに空き家が

あるというのは私ども調べておりません。でも、今回通学路の点検をしている中で、

空き家があって外壁とかブロック積みがあったんですけど、それがちょっと倒れかけ

ている状態でもありますというようなことは学校のほうからは教えていただいた事例

もございます。 

 学校教育課としては、全ての通学路について空き家がどの辺にあるかということは

調べておりません。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 それこそ私は横のつながりが必要じゃないかなと思います。学校教育課と、総務課

のほうで空き家の確認は一回されておりますので、その辺聞いていただければ、多分

横のつながりで通学路上のどこに空き家があるよというようなことでわかると思いま

すので、その辺の確認もしていただきたいものだと申し上げておきます。 

 続いて、次の質問に行きます。 

 先ほど街灯の件も出ましたので、これから街灯の件に入っていきたいと思います。 

 ここに白石中学校の部活の終了時刻の表を、私、白石中学校の分をいただきました。

ここに下校の完了時刻というふうなことで表が上げられております。 

 これと日没の関係をちょっと調べてみましたけども、４月において下校の完了時刻

が、とにかく部活終わって帰りなさいというのが夕方の６時半でございます、６時半

でそのときの日没が６時39分でございます。それと、５月が下校完了時刻が７時に対

して７時２分が日没でございます。そうしたところ、また一月飛びまして、全部言う

たら時間かかりますので、９月で夕方の６時半が下校完了時刻で、日没が６時44分と

いうようなことです。それと、12月に行きます、12月は確かに下校完了時刻は５時

15分でございます、５時15分でありますけども日没は５時10分でございます。 

 ということは、大体学校の下校完了時刻は大まかに日没の時刻に合わせて生徒を帰

すというふうなことでされてあるんじゃないかなと思う次第でございます。 

 それともう一つ、ここにもう一つ、裏面にですけども、これも白石中学校の資料で

ございますけども、学校での生活の決まり事というふうなことで白石中学校の生徒指

導部というようなことで出されておる紙でございます。これに徒歩の通学生徒、自転

車通学生徒というようなことで明記をしてありまして書いてあります。 
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 まず、徒歩は近かけんが割愛しまして、自転車通学生のことだけちょっと言わせて

いただきますと、交通ルールをしっかり守ることというふうなことで書いてあります。

それと見通しの悪いところでは必ず一旦停止をして安全を確認してから通ることとい

うようなこと、また道路に広がったり並進は歩行者や自転車の迷惑になるので絶対に

しないというようなことで書いてあります。 

 あと４項目ありますけれども、その後に米印として国道207号線及び白石駅前は通

行量が多く危険を伴うので原則として通行しないと、ただし帰りが遅くなった場合は

明るい人通りの多い道路を通るというふうなことで書いてあります。そうしたところ、

町内には果たして日没後明るくて人通りの多い道路があるかというようなことで私は

疑問に感じてしまう次第でございます。 

 そこで３点目の質問として、中学校の部活終了後、帰宅については日没後に帰宅す

ることも多く、生徒は夜道が暗くて怖いと指摘が保護者からございました。そこで主

要な通学道路へ防犯灯の設置はできないものかをお尋ねをしたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 

 先ほど防犯灯の設置につきまして、主要な通学道路に関して設置できないかという

ことでございます。 

 白石中学校の下校時の時間、それから日没の時間を教えていただいたところですけ

れども、防犯灯の設置管理につきましては現在各地域で行っていただいておりますけ

れども、その設置に関しては平成18、19、20年、３カ年間各地区からの新設の要望を

いただいて補助を行って設置をしていただいたところです。また、昨年度と今年度、

27年度、28年度の２箇年におきましても、防犯灯の電気料の軽減と設置補助事業とい

たしまして省エネタイプのＬＥＤ防犯灯の設置に加え取りかえも補助対象とすること

で各地区の防犯灯の維持費を軽減し、今後の防犯灯の増設に取り組みやすいように設

置事業に取り組んでまいったところでございます。 

 これら本町が行ってきた防犯灯の設置に対する助成事業の要望の中には主要通学道

路も含まれておりまして、これまでも防犯灯の整備を進めてきたところでございます。 

 また、前段で課長が申し上げましたとおり、毎年建設課、学校教育課、杵藤土木、

白石警察署、総務課などと連携いたしまして通学路の点検を実施しそういった危険箇

所も行っているところから、通学路の暗いところにおいても地元の害虫とか農業被害

の問題も協議しながら、町と各区長さん、それから各地区の代表さん、その皆さんと

連絡し合いまして、地域からの要望に応えるという形で今後も防犯灯の設置は推進し

ていかなければならないと考えておるところでございます。 

 

○吉岡英允議員 

 そうしたところ、資料要求を私とりました、その資料の１の３という資料を見てい

ただいていいでしょうか。 

 これ各中学校の４キロ以上の通学状況というふうなことで出していただきました。

その中に、白石中学校が大体遠いところで５キロとか5.5キロというふうな距離数が

ございます。また、有明中学校におかれましても一番遠いところで牛間田の一部とい
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うふうなことで6.6キロというふうなキロ数がございます。 

 これ、私自転車、部活終了後です、部活があくまでも下校完了時刻でもう日没して

から帰宅するというふうなことを想定しまして、自転車が１時間どれくらいのスピー

ドで走っていくかというふうなことで調べてみましたところ、大体時速10キロでござ

います。時速10キロでというふうなことは10分で1.6キロ走れるような計算になりま

すので、それで計算をしたところ５キロの道のりで帰る子供さんのところで約32分家

に帰るまでかかります、自転車で。 

 そうしたところ、新拓ですけども5.5キロあるところ、これは35分かかります。そ

して、一番遠いところの有明中学校の牛間田の先ほど言いました6.6キロのところは

42分かかって帰宅するというふうな仮定になりますので、そうしたところを考えたと

ころ、やっぱり真っ暗になってしか帰らんという仮定が実際に起こってるんじゃない

かなと申します。 

 それと、先ほど防犯灯を区で設置し電気代かれこれというふうな話がございました

けども、確かに防犯灯は区のほうで設置され、電気代は区のほうで払われているとい

うことは私も認識をしております。 

 そこで私はお伺いしたいですけども、既存の電柱を利用して、今ＬＥＤというふう

なこともありましたのでソーラー式のＬＥＤで日没後からある一定時間つくようにタ

イマーをつけていただいて、日没後２時間程度タイマーでつくよと、あとはもう消え

るよというふうなことになれば、先ほど病害虫の問題も出ました、それはもう全く消

えてしまうけん問題ないと思います。 

 そうしたところ、新たに電柱を立てたらまた予算の面もかかりますので既存の電柱

等を利用されるところは利用して、民家の軒下でも協力を得られれば結構だと思いま

す、そういうところに設置をしていただいて、子供たちが怖かって言わんで帰られる

ようにしていただきたいものだと思います。 

 今、この資料では子供生徒数は75名ですけども、これがもう一つ三、四キロの家庭

で自転車通学している人が全体で244名もいるとです。４キロまでと仮定すれば約

25分の圏内で自転車で帰る子がまだあと240名分おるわけです、これだけの生徒数じ

ゃなかということも頭に入れていただいて安全・安心な白石町をつくっていただきた

いと思いますけども、それともう一つ、さっき言いましたソーラー式のＬＥＤのタイ

マー式の件ですけども、全路線に一斉につけていただきたいというのが一番安全・安

心ですけども、財政面も考えて、白石、有明、福富中学校の各中学校で保護者も含め

話し合いをしていただきましてとりあえずモデル路線を決めていただいて、そこでま

ず実証確認をしていただいて、その結果を踏まえて全ての路線に拡充をしていったら

どうだろうかというふうなことで私は考えますけども、その件について答弁をお願い

します。 

 

○本山隆也総務課長 

 先ほど吉岡議員からの御提案でございます。 

 ＬＥＤに太陽光ソーラーを設置して自然光の力で照明、そしてまた消灯についても

タイマー式で、ちょうど子供たちが下校する間だけでもしていればいいんじゃないか
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というところでございます。 

 設置につきましては、明かりという面ではいろいろな明かりがございます。総務課

といいますか区が所管する防犯灯であったり街路灯、そしてまた商店街の明かり等も

ございます。それぞれの設置につきましては少し管理等が、設置者などが違いまして、

やっているところではございますけれども、現在こういった子供たちに関する安全、

防犯面ということは十分していかなければならないと思っております。その設置者に

対しまして、こういったやり方もあるということで教育委員会、それから総務課、そ

れから区の中でも設置の方法をこういった仕組みですればどうだろうかということの

提案といいますかそういったところは十分にしていけるんじゃないかと思っておりま

す。 

 その地域、学校がどこが危険と思うのか、そこら辺の把握から、そういった明るさ

で子供たちを守るというかそこら辺については取り組んでいけるんじゃないかとは思

っております。 

 以上です。 

 

○吉岡英允議員 

 私、白石中学校出身ですけども、白石中学校の近辺を見てみますと、中学校のとこ

ろはついてるんです、中学校から農協本所を過ぎて土地改良区までは明かりついてる

んです、それから先は真っ暗です、もう何も一切明かりなかです。かといって、手前

に戻りまして富士建設から南のほう、あの道に対しても何もなかです。また、上の須

古方面に行きましても、須古方面はＪＡの葬祭までは明かりついとるです、ただしそ

の先の線路から越えたやつは明かり全くないです。ただし、先越えて200メートルぐ

らいは街灯設備はあります、ただし夜行ってみたところ切らしてるです、それは虫関

係だと私も思いますけども。 

 そうしたところ、中学校の周りは本当に明るかです、中学校の廿治に行く道も、あ

そこ整備されてるんでほんの周りだけは明るかですけど、そこから離れたところはも

う全然真っ暗で何もわからんというふうなことでございます。かといって、夕暮れ時、

車等がライトをつけてこんので子供たちは危なかろうねって思います。ひやっとする

ことがあるということも近くの中学生の子供に聞いたところ、どこが一番部活が終わ

って帰りって危なかねって聞いたらカーブミラーのところが一番危なかと言ったです。

対向車というか車がもうライトをつけてきよらんとです、まだ夕暮れ時で完全に暗く

なる前、ちょうど薄暗いときですけども。そうしたところ、カーブミラーでひやっと

するよというふうなことでお聞きをしたりしました。 

 そうしたところ、やっぱり要所要所にはある程度の防犯灯というか安心灯をつけて

いただきたいというふうなことをお伝えします。それについて再度答弁をお願いしま

す。 

 

○本山隆也総務課長 

 主に通学路に関しての取り組みについては、既に現在の組織といいますか体制を持

ちまして協議しているところではございます。しかし、議員申されます街灯、防犯灯
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についてはやはり現地に行かないとどういった危険なのか、そして現状の把握をしっ

かりいたしまして、どこがどういうふうな形で設置してそういった要望があるのかも

関係区の通学路点検の組織、そしてまた学校、それから地域と連絡いたしまして、確

認をしながら協議してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 そうしたところ、町のほうで総務課と教育委員会と一緒に夜間、一回夕暮れ時に回

っていただいてどういう現状なのか把握をしていただきたいものだとお伝えし、４点

目の質問に行きます。 

 先ほども主要な道路までの通学道路を考えましたけども、主要な通学道路の先の自

宅までの道のりについても１人での下校には不安が伴いますので、防犯効果が期待で

きるものはないのかをお尋ねしたいと思います。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 防犯効果の一つとしましては、小学校におきましては防犯ブザーの所持を義務づけ

られております。小学校の１年生に対しましては、入学時に教育委員会から児童一人

一人に対しまして防犯ブザーを配布をいたしているところでございます。その後に故

障、破損した防犯ブザーにつきましては、新しく購入をしていただくよう小学校から

保護者に連絡をされているところでございます。 

 次に、中学校につきましては防犯ブザー等の防犯グッズの所持の義務づけというの

は特にされておりませんが、学校によっては小学校から引き続き防犯ブザーを使用す

るよう指導されておりまして、また各種集会で防犯ブザー等を所持するよう奨励をさ

れているところでございます。 

 各小・中学校とも下校時、遊びから帰るときには１人で帰らないようにというよう

な指導がされておりまして、特に中学校の部活につきましては下校時間を日没前に設

定をされておりますが、大会前の部活動の時間を延長するというようなこともござい

ますので、そのときは保護者の迎えをお願いをしておられるという状況でございます。 

 また、今年度からコミュニティ・スクールを導入をされておりますが、地域の連携

のもとに主要箇所に立哨をしていただいて子供の安全確保に努めていただいていると

ころでございます。 

 このような活動を広めていくということで、交通事故以外でも犯罪、事件等の防犯

効果につながっていければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 ありがとうございます。 

 先ほど、小学校から継続で防犯ブザーを中学生徒までというふうなことで言われま

したけども、それについて中学生家庭において防犯ブザーが欲しいと申し出た子供に、

もうなくして、もう使われんようになって、仮に道のりの家庭のキロ数もあるでしょ
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うが、申し出た子供には防犯ブザーを無償でまた渡していただきたいと私は思います。 

 それともう一つ、これも中学校の部活の帰り、日没後の帰りですけども、ＬＥＤラ

イトつきの自転車ライト灯がございます。ワンタッチで器具があってかちゃっとつけ

てぽっと外せるようなタイプですけども、それが点灯しまして点滅もいたします、そ

れから消されるというようなことで、ライトの単価をインターネットで調べてみたと

ころ安いやつはもう200円から300円程度でございます。 

 それで、私はとにかく怖いと申し出た子にはその防犯ブザーとライトを渡してやれ

ば、耳で聞いて目で見るというふうなことで抑止効果は抜群にあるんじゃないかなと

思いますので、その対応をお願いしたいと思います。それに対しての答弁をお願いい

たします。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 防犯ブザーがなくなった場合の対処、それからＬＥＤライトについての配布等とい

うことでございますが、今防犯灯の件もございました、防犯灯が数個設置ができると

いうような状況でもないと思います。それで、来年度の予算編成時におきましてはそ

の辺まで考慮して、今すぐということは今年度はできませんので、来年度の予算編成

時に検討して対応できるものはしていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 子供たちが安心を持たれるように検討をよろしくお願いしておきます。 

 続いて、２点目の質問に行きます。２点目の質問として、ごみの排出削減について

お尋ねをいたします。 

 過去に婦人会の組織が旺盛であったころ、生ごみの減量について水切りをよくする

とかコンポスト容器に入れて堆肥化にするとか婦人会組織も婦人会組織を挙げて取り

組まれたことを思い出しますけれども、最近では生ごみ等の減量についての関心が薄

れてしまい、どの家庭も燃えるごみとしてそのまま出しているのが現状と認識をいた

します。 

 そこで１点目の質問です。 

 ことしの２月に出された平成28年から平成37年における白石町の環境基本計画です

けども、ここにございます、お持ちの方は見てください、この12ページにごみの排出

状況というふうなことで載せてあります。 

 それでは、１人１日当たりのごみの排出量のは年々増加傾向にあり、可燃ごみの約

３割が生ごみであることから生ごみの削減が今後の課題であると明記をしてあります。

また、町の財政の圧迫につながると考えますので、ごみの削減についてのお考えをお

尋ねをしたいと思います。 

 

○門田藤信生活環境課長 

 生ごみの削減に対しての考えということでございます。 

 まず、資料等の要求が出ておりますので、まず資料の説明のほうを最初にさせてい
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ただいて、その後に考え方のほうを述べたいと思います。 

 資料のほうをごらんいただきたいと思います。 

 まず、平成27年度の杵藤クリーンセンターの搬入量ということで、これは27年、昨

年の４月から12月までの一応可燃ごみの処分量というふうになります。また、同じく

27年度の佐賀西部クリーンセンターの搬入量につきましては、27年９月から11月まで

の試験搬入分と28年１月から３月までの搬入分の合計額というふうになります。 

 まず、可燃ごみの処分量ですけども、27年度では4,764トンというふうになってお

ります。25年度と比較しますと139トンの増、26年度と比較しますと63トンの増とい

うふうになっております。あと、そこのほうに割合というふうに記載をいたしており

ますけども、これは各施設で搬入される可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの中で可燃ご

みの占める割合を表示しております。おおむねといいますか各年度とも９割以上が可

燃ごみの排出量というふうに一応なっている状況です。 

 また、27年度の１人１日当たりの排出量ということで右側に書いておりますけども、

これが0.54キログラム、それと１世帯１日当たりの排出量につきましても1.7キロと

いうことで、年々微増ながら増加している、そういった状況になっております。 

 次に、可燃ごみの費用関係ですけども、これは負担金では25、26年度と増加をいた

しておりますけども、27年度では5,757万8,000円ということで対前年度と比較します

と2,251万7,000円の減ということになっております。これは昨年まで杵藤クリーンセ

ンターでの受け入れが昨年の12月までの受け入れとなったこととか、あと昨年の９月

から佐賀西部クリーンセンターで11月まで試験搬入が行われております。その分と、

ことしの１月から供用開始した１月から３月までの搬入分につきましては、これは組

合の既決の予算の中で支出されることとされておりますので減になったというふうに

捉えているところでございます。 

 あと、収集運搬費のほうですけども、27年度では6,008万9,000円ということで、こ

れも対前年度と比較しますと約1,032万8,000円程度の増というふうになっております

けども、これは今回佐賀西部クリーンセンターでの試験搬入分とか、それから供用開

始してからによります影響分として距離が延長されたこととか、あるいは各年度で人

件費等の伸び、そういったもので増加したものというふうに捉えております。 

 ごみ袋の作製費の分ですけども、27年度では1,773万1,000円、対前年度で比較しま

して440万円程度の増となっております。これは28年度から分別の見直しによりまし

てごみ袋の改定を行っておりますことから袋の作成をしたことによる増というふうに

捉えております。 

 最後に、販売手数料ということで27年度が244万2,000円というふうになっておりま

す。28年度からのごみ袋の新年度からの改定後に袋が販売されるということから、買

い控え等によって販売額が減少したものというふうに捉えております。 

 参考ということで一番下のほうにつけておりますけども、これは可燃ごみのごみ袋

の販売収入を一応各年度載せておりますんで、後でもってごらんいただきたいと思っ

ております。 

 それと、ごみの削減に対しての考えということの御質問かと思います。 

 先ほども議員おっしゃいましたとおり、環境保全に関する施策の総合的かつ計画的
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な推進を図ることを目的として、今後10カ年計画で環境基本計画を策定をいたしてお

ります。この計画では策定の基本の目標の一つとして、資源が循環する町の中で基本

施策としてごみの減量というものを掲げておりまして、ごみの発生抑制の段階でごみ

の減量化として、いわゆる発生の抑制、再使用、再生利用、こういった循環型社会の

取り組みをしていくことが必要であるというふうに一応考えております。 

 御質問の生ごみの削減ということですけども、これは環境省において平成17年から

家庭ごみの分別対象品目の拡大ということに伴いまして、ごみの組成調査というもの

が行われております。その中で、これは20年度の資料になりますけども、可燃ごみの

中での組成の割合といたしまして生ごみ、これが36.6％、それから紙類、これが

27.6％、それから木竹類、木とかあるいは竹、こういったものが15.3％、それとプラ

スチック類、これが10.4％で、あとその他ですけども、これが10.1％というふうな状

況になっております。 

 本町の27年度の実績で見てみますと、可燃ごみの搬入で4,764トンというふうに申

し上げましたけども、その中でこの率から申せば1,743トン程度が一応生ごみの排出

量というふうに推計をいたしております。今後、生ごみの削減等についても住民の方

あるいは事業者等についても十分周知を行っていく必要があるというふうに考えてお

ります。 

 本町のこれまで、現在実施しております事業の一環として、これは毎年度各家庭に

お配りをいたしておりますごみポスターと、ことしの４月から分別の見直し等を行っ

ておりましたので家庭用の保存版として資源とごみの分別を全戸配布というふうにい

たしております。 

 また、生ごみの削減といたしまして、現在生ごみ処理機等の購入補助等を一応行っ

ております。これは合併をした次の年度、17年度からことしの28年８月までの累計に

なりますけども、124件で206万4,000円の補助を行っているところでございます。 

 そのほか、佐賀西部クリーンセンターのほうが１月からの供用開始をいたしており

ますので、ここの施設の見学会というふうなことも一応行っております。供用開始を

いたしましてから８月末までの視察の状況ですけども、白石町の関係者分についてで

すけども一番多かったのが白石町の食生活改善推進協議会から２月に視察をいただい

ておりますけども、ここが59名の見学者ということで、ここを含めて９団体で181名

の見学者をいただいております。 

 こういった状況の中で、ごみの減量化につきましてはやはり町だけでの取り組みで

はなくて住民の方あるいは事業者の方、それから町が一体となった、そういった取り

組み等が今後必要になってくるというふうに認識をいたしておるところでございます。 

 以上です。 

 

○吉岡英允議員 

 もう時間も少なくなっておりますので、続けていきたいと思います。 

 今の資料により、燃えるごみを持ってきたですけども、この１袋当たりに一応幾ら

かかっているかというふうなことは歴然と計算すればわかると思いますけども、幾ら

かかっとるだけでよかけんから、言うてもらえますか。 
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○門田藤信生活環境課長 

 １袋13円ぐらいということを認識しております。作成費用ということでしょうか。

（「違う、処分費です」と呼ぶ者あり）処分費ですね、済みません。 

 １袋当たりの処分費ということで、158円ぐらいということを認識しております。 

 

○吉岡英允議員 

 そうしたところ、この158円かかっているうちでこの袋は350円で10枚買えますので、

１枚当たり35円でございます。そうしたところ123円というお金が町費から、我々が

１袋出すごとに123円町費も一緒についていくよというふうなことになります。 

 そうしたところ、一番私が言いたいのは３割が生ごみだというふうなことが現状と

いうふうなことでありますので、この生ごみ以外、先ほど言われたもろもろは減らす

ことができません。生ごみは、先ほど言いましたように水をよう切って出すとか、ま

たコンポストするとか、また今電気式のリサイクルもございます。その辺で生ごみを

とにかくいかに減らすかというふうなことが財政を圧迫しないというふうな手だてだ

と思います。 

 この生ごみ処分代だけで、総費用から袋のごみの費用も引きますと約１億円、この

可燃ごみ代かかるようですので、生ごみがその３割ですので3,000万円が生ごみ処分

代というふうなことで考えてよかろうかと思います。 

 それで、生ごみの処分について一つ言いたいのは、よその市町、私の町のところも

補助制度がございます。昨日も片渕栄二郎議員が聞かれたとおり、まず地域住民への

周知が一番大事というふうなことは私も認識をいたします。同感でございます。それ

と生ごみの処理機の補助についてもきのう聞かれましたけども、あるというふうなこ

とでございましたけども、この辺の隣県のよその市町は２分の１補助をされておりま

す、白石町だけ３分の１の補助でございます。そうしたところ、やっぱり２分の１の

補助をしていただきたいと思います。 

 調べてみたところ江北、太良、武雄等々、２分の１の補助をされております。です

ので、３分の１を２分の１の補助に変えていただいて、補助率を上限どこでも２万円

というふうな補助率をされておりますけども、この辺の生ごみ処理機の電気式ですけ

ども大体通常６万円程度しておりますので、２分の１の補助と考えた場合、我が町は

環境に優しいまちづくりをしてるんだなというＰＲも兼ねて３万円の補助に変えてい

ただきたいと思いますけども、それについて町長どう思われるか、お尋ねいたします。 

 

○田島健一町長 

 生ごみの削減というか減量化というのは大きな課題だというふうに思います。 

 先ほどからいろいろと御質問等々いただいているわけでございますけども、やはり

生ごみの中には本当にセンターに持っていかないかんものと、自分ちのコンポストで

堆肥化に還元できるものがあるんじゃなかろうかというふうに思います。そういった

ことから、全ての量を持っていくということじゃなくて、そういった内部でできるや

つについては先ほど言われましたように処理機の３万円であるとか２分の１補助とか
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そういうことも十分に検討していかなくてはならない項目だというふうに思います。 

 今後、そこら辺についても内部検討をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○吉岡英允議員 

 内部検討をよろしくお願いいたしまして、次の３項目めに行かせていただきます。 

 ３項目めは、危機管理体制についてのお尋ねでございます。 

 本町の地域防災計画を見ると、役場内の職員の役割及び地域との連帯、関係機関へ

の連絡網等の危機管理はよくわかります。災害発生時に中心となる最高責任者はもち

ろん町長でありますが、一人の人間である町長にはさまざまな仕事があり、町外に出

張しなければならないことも多くあります。そのようなときには副町長がその職務を

行うこととなりますが、副町長もまたいろいろな会議等もございます。場合によって

は、町長、副町長とも不在のときにも時悪く災害が発生するということもあります。

その他の職員が対応をとることになろうかと思いますが、大災害の発生ということに

なりますと携帯電話やスマートフォンが普及した現在といえどもなかなか遠隔地から

は正確な状況把握は難しく、その対応に町民から批判が起こるといったこともござい

ます。 

 そこで、１点目の質問として、昨今災害はいつ発生するか予想がつかない、行政は

住民の生命、財産を守り、いついかなるときでも行政機能を発揮しなければならない、

ふだんから町長、副町長が同時に不在となることは避ける必要があると考えますが、

本町の危機管理体制の考え方についてお尋ねをしたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 

 危機管理体制の考え方についてでございます。 

 先ほど申されました本町地域防災計画におきましては甚大な災害が発生し、また発

生するおそれがある場合、またそれ以外でも町長が必要と認める場合は災害対策本部

を設置して町長が本部長となり職員が災害対策に当たるというふうになっております。

そのときに、本部長である町長が不在であったときは副町長が本部長、副町長が不在

の場合は総務課長が対策本部長となることが決められております。 

 議員御指摘のとおり、災害はいつ発生するとも限らないことから、夜間の勤務時間

外、それから土曜、日曜などの休日の対応につきましても地域防災計画に基づいた防

災対策要因の緊急招集と速やかな初動態勢がとれるように定められているところでご

ざいます。 

 申される町長、副町長の不在の場合のときでございますけれども、現在町長、副町

長のスケジュールにつきましても、なるたけ同時に不在とならないように調整を行っ

ているところでございます。危機管理体制につきましても行政機関が行政能力、機能

が不全とならないよう指揮命令系統が明確に出すことができるよう今後とも努めてま

いりたいと思っております。 

 

○吉岡英允議員 

 持ち込み資料の３の１を見てください。ちょうどネット上にありましたので持ち込
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み資料といたしました。 

 上村章文さんという方のウエブサイトでございます。これは伊豆大島の台風26号災

害における危機管理というふうなことで、平成25年10月16日に伊豆大島のほうに台風

が上がっております。それで、土石流が発生し、36人の方が死亡され22人が重軽傷を

負われたというふうな台風でございます。この上村さんというのは、略歴をちょっと

言いますと、東京大学の法学部の出られてから自治省に入省され、香川県の企画部長

等をされて自治大学の部長教授をされて、現在ふるさと財団の常務理事というふうな

ことの役職をされている方が出されたウエブサイトでございます。 

 表のページは皆様読んでください。裏に行ってください、裏の真ん中辺に赤で括弧

をしておりますけども、その上の３行目から読ませていただきたいですけども時間が

ございませんので、米印で書いたところがございます、町長不在時には町政を預かる

ことが副町長の最大の使命であり、マネジメントの基本を理解していないと言うべき

であると。これ、上も読んでもらうとわかるんですけども、伊豆大島はちょうどこの

台風が来たときに町長も副町長も不在だったというふうなことで、その指揮命令系統

がおくれたばかりに36人の方が亡くなられたというふうな記事でございます。後でよ

く読んでください、よろしくお願いします。 

 それで、この文面について、町長、副町長から一言ずつお話を伺いたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 町長といたしましても危機管理といいますか、これは自然災害だけでなくいろんな

ことが考えられます、危機管理ということについては。そういうことから、こういっ

た台風時期云々だけじゃなくて常日ごろから私は副町長と連携をし、２人とも一緒に

遠出といいますか出張をするということは避けるという基本方針の中で動かさせてい

ただいているところでございます。 

 そういったことから、副町長にもいろいろと御迷惑をかけているところもあります

し、総務課長等々にもいろいろ迷惑をかけてるかと思いますが、一応、とにかく私と

しては２人とも留守にするということは絶対にしないように肝に銘じているところで

ございます。 

 以上です。 

 

○百武和義副町長 

 ただいま町長が述べられたとおりでございますけども、参考に申し上げますと今年

度白石町のほうでは危機管理マニュアルを遅ればせながら策定をするように総務課と、

また上のほうとも協議をしているところでございます。 

 以上です。 

 

○吉岡英允議員 

 そうしたところ、極力交通機関でも同乗されて移動をしないとか、２人とも同時出

張等を遠出をしないというようなことでお言葉をいただきましたので、我々安心して

生活ができるというようなことを安堵いたしました。 
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 そしたら、２点目の質問ですけども、これも同様の危機管理です。これも教育委員

会についても同様じゃないかなと思う次第でございます。 

 教育長が北村氏でありまして、また教育長職務代理者の稲佐氏がいらっしゃいます

けども、同様なことを教育委員会についてもお伺いをしたいと思います。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 教育委員会としての体制でございますけども、小・中学校の危機管理につきまして

は管理職を中心として連絡体制を年度ごとで年度当初に校長会等に提案して理解を求

めております。 

 教育委員会の体制としましては、主任指導主事、それから学校教育課長、教育長、

もちろん教育委員の皆様方と連絡をとり合いまして時間的なロス等がないようにして

おりますが、特に今申し上げた３名が同時に不在にならないようにということで、少

なくとも２名は在籍するようなという形で今体制をとっているところでございます。 

 また、学校の窓口としましても管理職、校長、教頭等がすぐ連絡がとれるような体

制をとっております。必要に応じまして教育委員会、校長会の代表等々、災害等が起

きましたらすぐ会議等を持ちまして体制に当たるようにいたしてます。予見可能な場

合の対処、予見不可能な場合の対処等で対応していくようにしております。 

 以上でございます。 

 

○本山隆也総務課長 

 今課長が申されたとおり、なるべくトップの一緒の出張は避けたいと思いますけど

も、それもちょっと程度がございますので、町内、県内、どうしても２名の出席を求

めたり、この現在トップと議員の皆様がいるこの場でさえも一緒にいるなということ

に究極なってまいりますので、そこはなるべくということで御理解を願いたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○吉岡英允議員 

 よくわかりました。そうしたところ、先ほどのまた教育委員会のほうに戻りますけ

ども、先ほどと同じですけども教育長と教育長職務代理者が同時に移動されることは

めったに余りないかなと思うんですけども、何かの会合の折とかに同じ車に同乗して

移動されることは多々あるのでしょうか、お伺いしたいと思います。 

 

○北村喜久次教育長 

 御承知のように私の職務代理が稲佐委員になりました。先ほどのお尋ねのことです

けども、同時に移動するということはほとんどなくなりました。前年までは教育委員

長という職がありましたので、結構同じ会議に２人とも出るというのが多かったんで

す、でも新しい制度のもとそれがほとんどなくなっております。 

 

○吉岡英允議員 

 よくわかりました。これ余談になりますけども、先ほど中国のほうでＧ20があった
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んですけども、そのときには総理、副総理が一緒に同席して同じ政府専用機で行かれ

ておりますけども、その危機管理というのは菅官房長官ですか、あの方が大体ナンバ

ー２だそうです。麻生さんはナンバー２じゃないというふうなことで、一国の大臣だ

というふうなことで、管さんはもう移動されないそうです。めったに東京を離れるこ

とはないというふうなことで、やはりそういうふうなかなめを政府としてもとられて

おりますので。 

 また、余談ですけども、政府専用機も２機あって、２機とも行って２機帰ると。１

機がエンジン故障をした場合、帰ってこられんようになると思うんです、１機で行っ

た場合は。そうしたところ、２機行って、安全なら２機帰ってくると。人材の派遣に

ついてもそういうふうな、先ほど前段でも申したとおり官房長官は国内に絶対いると

いうようなことですので、我が町も安全・安心な町をつくっていただきたいと思いま

して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

○白武 悟議長 

 これで吉岡英允議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 これにて散会します。 

 

15時10分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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